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1．歳　　入
年　度

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

区　　分 （Ａ） （％） （Ｂ） （％） （Ｂ）－（Ｃ） （％）

273,995,190 84.9 221,333,864 75.4 52,661,326 23.8

分担金 219,492,534 68.0 166,149,480 56.6 53,343,054 32.1

負担金 54,502,656 16.9 55,184,384 18.8 △ 681,728 △ 1.2

使用料及び手数料 16,064,520 5.0 16,479,620 5.6 △ 415,100 △ 2.5

使用料 0 0.0 133,700 0.0 △ 133,700 皆減

会館使用料 0 0.0 133,700 0.0 △ 133,700 皆減

手数料 16,064,520 5.0 16,345,920 5.6 △ 281,400 △ 1.7

衛生手数料 16,064,520 5.0 16,345,920 5.6 △ 281,400 △ 1.7

浄化槽汚泥投入手
数料

15,924,520 5.0 16,345,920 5.6 △ 421,400 △ 2.6

浄化槽・一般廃棄
物処理業許可手数
料

140,000 0.0 0 0.0 140,000 皆増

診療報酬収入 13,850,191 4.3 25,345,649 8.6 △ 11,495,458 △ 45.4

診療報酬収入 13,850,191 4.3 25,345,649 8.6 △ 11,495,458 △ 45.4

府支出金 3,957,000 1.2 3,810,000 1.3 147,000 3.9

府補助金 3,957,000 1.2 3,810,000 1.3 147,000 3.9

繰越金 14,357,894 4.4 26,707,922 9.1 △ 12,350,028 △ 46.2

繰越金 14,357,894 4.4 26,707,922 9.1 △ 12,350,028 △ 46.2

諸収入 623,954 0.2 7,874 0.0 616,080 7,824.2

預金利子 41,655 0.0 874 0.0 40,781 4,666.0

雑入 582,299 0.2 7,000 0.0 575,299 8,218.6

322,848,749 100.0 293,684,929 100.0 29,163,820 9.9歳　入　合　計

令和６年度　相楽広域行政組合一般会計決算の概要
単位：円

令和６年度 令和５年度 R6-R5比較

分担金及び負担金
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2．歳　　出
年　　度　

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率

　区　　分 （Ａ） （％） （Ｂ） （％） （Ｂ）－（Ｃ） （％）

議会費 381,365 0.1 400,169 0.1 △ 18,804 △ 4.7

議会費 381,365 0.1 400,169 0.1 △ 18,804 △ 4.7

総務費 50,208,003 17.3 39,770,559 14.2 10,437,444 26.2

総務管理費 50,183,443 17.3 39,746,262 14.2 10,437,181 26.2

理事会費 270,120 0.0 267,228 0.0 2,892 1.1

一般管理費 37,732,483 13.0 35,339,139 12.7 2,393,344 6.8

相楽会館費 12,148,960 4.2 4,108,016 1.5 8,040,944 195.7

公平委員会費 31,880 0.0 31,879 0.0 1 0.0

監査委員費 24,560 0.0 24,297 0.0 263 1.1

衛生費 225,356,374 77.4 225,792,523 80.9 △ 436,149 △ 0.2

保健衛生費 23,203,321 8.0 27,269,483 9.8 △ 4,066,162 △ 14.9

清掃費 202,153,053 69.4 198,523,040 71.1 3,630,013 1.8

し尿処理費 202,153,053 69.4 198,523,040 71.1 3,630,013 1.8

248,191 0.1 222,691 0.1 25,500 11.5

委託料 201,841,135 69.4 198,250,869 71.0 3,590,266 1.8

そうらく衛生センター
長期包括的運営 126,000,000 43.3 126,000,000 45.1 0 0.0

し尿収集運搬 54,502,656 18.7 55,184,384 19.8 △ 681,728 △ 1.2

水質・脱水汚泥分
析 635,800 0.2 635,800 0.2 0 0.0

清掃汚泥処分 4,766,520 1.6 4,555,980 1.6 210,540 4.6

長期包括的運営モ
ニタリング 3,927,000 1.4 2,849,000 1.0 1,078,000 37.8

脱水汚泥等運搬処
分 7,332,984 2.5 9,025,705 3.3 △ 1,692,721 △ 18.8

生活排水処理基本
計画 2,673,000 0.9 0 0.0 2,673,000 皆増

受付監視室エアコ
ン更新整備 207,955 0.1 0 0.0 207,955 皆増

凝集沈殿槽引抜配
管漏水補修 330,220 0.1 0 0.0 330,220 皆増

流動床制御セン
サー取付位置変更 1,004,000 0.3 0 0.0 1,004,000 皆増

ＵＰＳバッテリー
交換整備 461,000 0.2 0 0.0 461,000 皆増

35,000 0.0 30,000 0.0 5,000 16.7

28,727 0.0 19,480 0.0 9,247 47.5

商工費 15,194,623 5.2 13,363,784 4.8 1,830,839 13.7

商工費 15,194,623 5.2 13,363,784 4.8 1,830,839 13.7

予備費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

予備費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

291,140,365 100.0 279,327,035 100.0 11,813,330 4.2歳　出　合　計

役務費

負担金・補助及び交
付金

償還金利子及び割引
料

単位：円

令和６年度 令和５年度 R6-R5比較
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令和６年度
(A)

令和５年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×100

令和６年度
(A)

令和５年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×100

令和６年度
(A)

令和５年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×100

305 355 △ 50 △ 14.1 1,100 1,686 △ 586 △ 34.8 19,242 0 19,242 皆増

305 355 △ 50 △ 14.1 348 376 △ 28 △ 7.4 899 0 899 皆増

305 355 △ 50 △ 14.1 370 415 △ 45 △ 10.8 1,454 0 1,454 皆増

305 354 △ 49 △ 13.8 687 965 △ 278 △ 28.8 9,155 0 9,155 皆増

305 354 △ 49 △ 13.8 360 397 △ 37 △ 9.3 1,210 0 1,210 皆増

1,525 1,773 △ 248 △ 14.0 2,865 3,839 △ 974 △ 25.4 31,960 0 31,960 皆増

令和６年度
(A)

令和５年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×100

令和６年度
(A)

令和５年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×100

令和６年度
(A)

令和５年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×100

81,092 77,973 3,119 4.0 37 5 32 640.0 7,844 7,813 31 0.4

14,897 14,750 147 1.0 0 0 0 0.0 1,499 1,525 △ 26 △ 1.7

19,888 19,425 463 2.4 0 7 △ 7 皆減 1,657 1,690 △ 33 △ 2.0

11,640 11,348 292 2.6 0 7 △ 7 皆減 4,295 4,390 △ 95 △ 2.2

20,563 19,991 572 2.9 0 0 0 0.0 1,621 1,613 8 0.5

148,080 143,487 4,593 3.2 37 19 18 94.7 16,916 17,031 △ 115 △ 0.7

令和６年度
(A)

令和５年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×100

令和６年度
(A)

令和５年度
(B)

増 減 額
(C)

増 減 率
(C)/(B)×100

9,763 0 9,763 皆増 119,383 87,832 31,551 35.9

1,202 0 1,202 皆増 19,150 17,006 2,144 12.6

1,416 0 1,416 皆増 25,090 21,892 3,198 14.6

4,442 0 4,442 皆増 30,524 17,064 13,460 78.9

1,287 0 1,287 皆増 25,346 22,355 2,991 13.4

18,110 0 18,110 皆増 219,493 166,149 53,344 32.1

消　費　生　活

市町村名

し　尿　処　理

南山城村

令和５・６年度　市町村分担金一覧表（決算額）

単位：千円、％

種別 連　絡　調　整 相　楽　会　館 相 楽 会 館 建 替 経 費

市町村名

木津川市

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

合 計

種別

合 計

種別 し尿処理（特例（収支不足）分）

木津川市

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南山城村

合　　　　　計

市町村名

笠 置 町

木津川市

和 束 町

精 華 町

南山城村

合 計

休日応急診療所



 
 
 
 
 

各事業の概要説明 
 

（※資料に記載の金額は、千円未満を四捨五入して表示しているため、 
合計欄において端数が一致しない場合がある。） 

（予算科目別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























 
 
 
 
 

資  料  編 
 

（業務別） 
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相楽広域行政組合そうらく衛生センター搬入量の推移について 

 

そうらく衛生センターへのし尿及び浄化槽汚泥の市町村別搬入量の推移は表－１に示すとお

りである。 

 

表－１ 市町村別搬入量の推移                （kl） 

市 町 村 名   令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

差 引 増 減 率 

（R6-R5） （差引÷R5×100）％ 

木 津 川 市 

し尿 2,428.41 2,374.96 2,253.11 2,153.09 2,159.92 6.83 0.32 

浄化 4,834.78 4,849.36 4,596.73 4,556.51 4,393.72 △ 162.79 △ 3.57 

計 7,263.19 7,224.32 6,849.84 6,709.60 6,553.64 △ 155.96 △ 2.32 

笠  置  町 

し尿 670.04 717.74 727.86 646.66 599.20 △ 47.46 △ 7.34 

浄化 592.5 650.47 639.72 598.11 578.29 △ 19.82 △ 3.31 

計 1,262.54 1,368.21 1,367.58 1,244.77 1,177.49 △ 67.28 △ 5.41 

和  束  町 

し尿 698.82 684.73 688.66 633.18 608.66 △ 24.52 △ 3.87 

浄化 1,095.65 1,069.07 1,107.22 1,057.84 1,045.60 △ 12.24 △ 1.16 

計 1,794.47 1,753.80 1,795.88 1,691.02 1,654.26 △ 36.76 △ 2.17 

精  華  町 

し尿 466 496.11 487.14 465.74 477.68 11.94 2.56 

浄化 640.43 618.54 566.36 521.87 541.77 19.90 3.81 

計 1,106.43 1,114.65 1,053.50 987.61 1,019.45 31.84 3.22 

南 山 城 村 

し尿 467 465.66 448.77 412.61 412.56 △ 0.05 △ 0.01 

浄化 1,208.52 1,364.64 1,331.20 1,438.63 1,402.88 △ 35.75 △ 2.49 

計 1,675.52 1,830.30 1,779.97 1,851.24 1,815.44 △ 35.80 △ 1.93 

合     計 

し尿 4,730.27 4,739.20 4,605.54 4,311.28 4,258.02 △ 53.26 △ 1.24 

浄化 8,371.88 8,552.08 8,241.23 8,172.96 7,962.26 △ 210.70 △ 2.58 

計 13,102.15 13,291.28 12,846.77 12,484.24 12,220.28 △ 263.96 △ 2.11 
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                                 表－２ 業者別搬入量の推移                    （kl） 

業者名   令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 
差 引 増 減 率 

（R6-R5） （差引÷R5×100）％ 

㈱クリーンサービス山城 

し尿 1,406.20 1,421.02 1,330.32 1,267.14 1,305.18 38.04 3.00 

浄化 2,722.18 2,644.40 2,553.80 2,482.80 2,427.10 △ 55.70 △ 2.24 

計 4,128.38 4,065.42 3,884.12 3,749.94 3,732.28 △ 17.66 △ 0.47 

㈱  相  楽  清  掃 

し尿 1,401.32 1,369.45 1,340.10 1,262.66 1,229.85 △ 32.81 △ 2.60 

浄化 2,598.81 2,766.78 2,636.77 2,737.78 2,707.54 △ 30.24 △ 1.10 

計 4,000.13 4,136.23 3,976.87 4,000.44 3,937.39 △ 63.05 △ 1.58 

(有)  フ  シ  ミ 

し尿 367.9 356.8 332.81 312.26 301.10 △ 11.16 △ 3.57 

浄化 194.65 195.18 195.41 190.74 191.40 0.66 0.35 

計 562.55 551.98 528.22 503.00 492.50 △ 10.50 △ 2.09 

相  楽  商  事 

し尿 707.5 701.91 709 664.50 670.65 6.15 0.93 

浄化 565.6 557.1 534.4 549.20 524.30 △ 24.90 △ 4.53 

計 1,273.10 1,259.01 1,243.40 1,213.70 1,194.95 △ 18.75 △ 1.54 

大  和  清  掃 

し尿 847.35 890.02 893.31 804.72 751.24 △ 53.48 △ 6.65 

浄化 1,385.72 1,520.82 1,459.70 1,380.40 1,312.20 △ 68.20 △ 4.94 

計 2,233.07 2,410.84 2,353.01 2,185.12 2,063.44 △ 121.68 △ 5.57 

城 南 衛 生 （株） 

し尿 － － － －  － －  －  

浄化 545.2 536.6 532.8 515.60 513.40 △ 2.20 △ 0.43 

計 545.2 536.6 532.8 515.60 513.40 △ 2.20 △ 0.43 

平 安 衛 生 開 発 （株） 

し尿 － － － － －  － － 

浄化 359.72 331.2 328.35 316.44 286.32 △ 30.12 △ 9.52 

計 359.72 331.2 328.35 316.44 286.32 △ 30.12 △ 9.52 

合      計 

し尿 4,730.27 4,739.20 4,605.54 4,311.28 4,258.02 △ 53.26 △ 1.24 

浄化 8,371.88 8,552.08 8,241.23 8,172.96 7,962.26 △ 210.70 △ 2.58 

計 13,102.15 13,291.28 12,846.77 12,484.24 12,220.28 △ 263.96 △ 2.11 

 

全体の搬入量は下水道による水洗化率の向上により年々減少傾向にある。 

また、各業者の増減要因については、下水道接続に伴う最終くみ取り、清掃が適正に行われてい

ない（清掃期間が１年超）、浄化槽本体の整備による全量の引き抜きなどがあげられる。 

一方、処理形態別人口は表－３に示すとおり、下水道人口が増加し、し尿収集人口が減少している。 
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表－３ 処理形態別人口の推移           （人） 

年 度 
行政区域内 

人 口 

下 水 道 

人 口 

し尿収集 

人 口 

浄化槽人口 
自家処理 

人 口 
 みなし浄化槽

（単独処理） 

合併処理 

浄 化 槽 

平成13 102,948 52,500 28,753 20,286 12,014 8,272 1,409 

平成14 104,926 57,848 26,057 19,870 11,183 8,687 1,151 

平成15 107,216 65,490 22,135 18,583 10,456 8,127 1,008 

平成16 109,186 70,558 20,133 17,802 9,594 8,208 693 

平成17 111,136 74,299 19,020 17,216 8,729 8,487 601 

平成18 112,689 78,371 16,691 17,191 8,376 8,815 436 

平成19 113,839 82,250 14,840 16,521 7,500 9,021 228 

平成20 114,955 85,225 13,974 15,603 6,609 8,994 153 

平成21 116,010 87,814 13,334 14,733 5,705 9,028 129 

平成22 117,200 91,297 11,869 13,930 4,879 9,051 104 

平成23 117,886 93,092 11,093 13,613 4,503 9,110 88 

平成24 118,376 94,845 10,142 13,316 4,308 9,008 73 

平成25 118,603 97,496 8,032 13,020 4,154 8,866 55 

平成26 119,579 99,269 7,538 12,721 3,925 8,796 51 

平成27 120,649 100,945 7,078 12,577 3,708 8,869 49 

平成28 121,565 102,836 6,692 11,994 3,440 8,554 43 

平成29 122,098 103,973 6,548 11,539 3,167 8,372 38 

平成30 122,933 105,411 6,551 10,943 3,134 7,809 28 

令和元 123,391 106,654 5,890 10,819 3,062 7,757 28 

令和2 123,859 107,664 5,478 10,689 2,971 7,718 28 

令和3 123,894 108,161 5,394 10,311 2,783 7,528 28 

令和4 123,874 108,500 5,292 10,056 2,654 7,402 26 

令和5 122,936 107,943 5,076 9,894 2,522 7,372 23 

令和6 121,872 107,654 4,620 9,598 2,449 7,149 0 

※各市町村の実績人口調査結果 

 

 

今後の推移として考えられるのは以下のとおりである。 
①下水道での水洗化率の向上による搬入量の減少 
②下水道の普及が見込めない地域の水環境保全を目的とした合併浄化槽整備事業の推進などに
よる浄化槽汚泥量の増加 

③浄化槽を下水道へ切替える際の清掃汚泥の一時的な増加 



R6年度 R5年度 差　引 増減率 R6年度 R5年度 差　引 増減率 R6年度 R5年度 差　引 増減率

2,159.92 2,153.09 6.83 0.3 4,393.72 4,556.51 △ 162.79 △ 3.6 6,553.64 6,709.60 △ 155.96 △ 2.3

599.20 646.66 △ 47.46 △ 7.3 578.29 598.11 △ 19.82 △ 3.3 1,177.49 1,244.77 △ 67.28 △ 5.4

608.66 633.18 △ 24.52 △ 3.9 1,045.60 1,057.84 △ 12.24 △ 1.2 1,654.26 1,691.02 △ 36.76 △ 2.2

477.68 465.74 11.94 2.6 541.77 521.87 19.90 3.8 1,019.45 987.61 31.84 3.2

412.56 412.61 △ 0.05 △ 0.0 1,402.88 1,438.63 △ 35.75 △ 2.5 1,815.44 1,851.24 △ 35.80 △ 1.9

4,258.02 4,311.28 △ 53.26 △ 1.2 7,962.26 8,172.96 △ 210.70 △ 2.6 12,220.28 12,484.24 △ 263.96 △ 2.1

そうらく衛生センター市町村別搬入量実績比較表（令和５・６年度）

単位：ｋℓ、％

区分 し 尿 浄化槽汚泥 合 計

合  計

市町村名

木津川市

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南山城村

 22



区分

令和５年度 令和６年度 比　率 令和５年度 令和６年度 比　率 令和５年度 令和６年度 比　率

月別 kℓ kℓ ％ kℓ kℓ ％ kℓ kℓ ％

　４月 381.05 394.48 103.52 684.06 683.62 99.94 1,065.11 1,078.10 101.22

　５月 374.08 362.54 96.92 717.47 678.15 94.52 1,091.55 1,040.69 95.34

　６月 404.69 375.46 92.78 716.28 738.69 103.13 1,120.97 1,114.15 99.39

　７月 324.96 347.95 107.07 731.98 664.93 90.84 1,056.94 1,012.88 95.83

　８月 383.68 360.90 94.06 638.74 577.93 90.48 1,022.42 938.83 91.82

　９月 330.15 305.28 92.47 642.85 595.45 92.63 973.00 900.73 92.57

１０月 365.72 373.12 102.02 575.17 613.83 106.72 940.89 986.95 104.90

１１月 349.19 346.74 99.30 687.46 617.80 89.87 1,036.65 964.54 93.04

１２月 394.84 394.48 99.91 612.23 627.71 102.53 1,007.07 1,022.19 101.50

　１月 316.87 329.39 103.95 677.95 547.54 80.76 994.82 876.93 88.15

　２月 356.38 345.64 96.99 686.51 794.11 115.67 1,042.89 1,139.75 109.29

　３月 329.67 322.04 97.69 802.26 822.50 102.52 1,131.93 1,144.54 101.11

合計 4,311.28 4,258.02 98.76 8,172.96 7,962.26 97.42 12,484.24 12,220.28 97.89

平均 359.27 354.84 98.76 681.08 663.52 97.42 1,040.35 1,018.36 97.89

※比率：令和５年度を１００％とした場合の令和６年度の割合。

※H28.6.27　木津川市　緊急券50ℓ含む。

そうらく衛生センター月別搬入量実績（令和５年度・令和６年度）　

し　　　尿 浄化槽汚泥 合　　　計
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単位 木津川市 笠置町 和束町 精華町 南山城村 合　計

ｋｍ２ 85.13 23.52 64.93 25.68 64.11 263.37

人 79,116 1,049 3,353 36,005 2,349 121,872

人 70,857 0 2,054 34,743 0 107,654

人 0 0 0 0 0 0

人 5,673 648 780 667 1,830 9,598

人 1,408 198 116 525 202 2,449

人 4,265 450 664 142 1,628 7,149

人 76,530 648 2,834 35,410 1,830 117,252

人 2,586 401 519 595 519 4,620

人 0 0 0 0 0 0

人 2,586 401 519 595 519 4,620

kℓ／年 0 0 0 0 0 0

kℓ／年 2,159.92 599.20 608.66 477.68 412.56 4,258.02

kℓ／年 2,159.92 599.20 608.66 477.68 412.56 4,258.02

kℓ／年 4,393.72 578.29 1,045.60 541.77 1,402.88 7,962.26

kℓ／年 6,553.64 1,177.49 1,654.26 1,019.45 1,815.44 12,220.28

kℓ／年 6,553.64 1,177.49 1,654.26 1,019.45 1,815.44 12,220.28

kℓ／年 0 0 0 0 0 0

kℓ／年 0 0 0 0 0 0

kℓ／年 0 0 0 0 0 0

kℓ／年 6,553.64 1,177.49 1,654.26 1,019.45 1,815.44 12,220.28

kℓ／年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

kℓ／年 6,553.64 1,177.49 1,654.26 1,019.45 1,815.44 12,220.28

ℓ／人／日 2.29 4.09 3.21 2.20 2.18 2.53

ℓ／人／日 2.12 2.44 3.67 2.23 2.10 2.27

令和６年度一般廃棄物処理事業（し尿処理）の状況

項目／市町村名

計
　
画
　
収
　
集
　
人
　
口
　
等

計画収集区域内面積

計画収集区域内人口

水
洗
化
人
口

公共下水道人口

コミニティ・プラント人口

浄化槽人口　

内
訳

みなし浄化槽人口

合併浄化槽人口

水洗化人口     計

非
水
洗
化
人
口

計画収集人口

自家処理人口

非水洗化人口 　計

自 家 処 理 量
（自家処理人口×し尿原単位×365日/1000）

総　排　出　量 

収
 
集
 
形
 
態

相楽広域行政組
合によるもの

（し尿）

直　営

委　託

小　計

許可業者によるもの
（浄化槽汚泥）

計

し尿原単位

浄化槽原単位

処
　
理
　
内
　
訳

収
集
し
尿

し尿処理施設
（そうらく衛生センター）

下水道投入

農 地 還 元

そ の 他

小 計
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年　別

市町村別

住民保有枚数
①　※１ 18,890 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,223 9,223 18,890

還付金②
9,637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 9,667

現時点残枚数
①－② 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,253 9,223 9,223 9,223 9,223 1,014,530

住民保有枚数
① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

還付金②
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

現時点残枚数
①－② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住民保有枚数
① 3,907 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 3,907

還付金②
1,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,049

現時点残枚数
①－② 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 314,380

住民保有枚数
① 6,065 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 6,065

還付金②
2,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,909

現時点残枚数
①－② 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 3,156 347,160

住民保有枚数
① 2,016 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 2,016

還付金②
791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791

現時点残枚数
①－② 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 134,750

住民保有枚数
① 30,878 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,462 16,462 30,878

還付金②
14,386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 14,416

現時点残枚数
①－② 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,492 16,462 16,462 16,462 16,462 1,810,820

※１　住民保有枚数は、平成２４年度末で住民が１１０円券を保有している（はずの）枚数。（住民の未使用分）

※２　令和５年度残高は、H２０.１０に１１０円券を発行してからH２４.３.３１までの累計残高枚数である。

単位：枚数（110円券＝10ℓ/枚）

R５年度残高
※２

R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10

精 華 町

R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3
令和６年度
残高（枚）

2
5

南山城村

合    計

令和６年度
残高（円）

木津川市

笠 置 町

和 束 町

令和６年度 し尿くみ取り券（組合発行券・110円券）残高確認表





単位： ℓ, 円

業者名

年 月 搬入量 委託料 搬入量 委託料 搬入量 委託料 搬入量 委託料 搬入量 委託料 搬入量 委託料

R6.4 120,000 1,536,000 108,740 1,391,872 27,600 353,280 54,000 691,200 84,140 1,076,992 394,480 5,049,344

R6.5 97,400 1,246,720 113,700 1,455,360 26,400 337,920 54,000 691,200 71,040 909,312 362,540 4,640,512

R6.6 121,050 1,549,440 108,310 1,386,368 26,700 341,760 52,850 676,480 66,550 851,840 375,460 4,805,888

R6.7 108,570 1,389,696 105,800 1,354,240 23,800 304,640 57,600 737,280 52,180 667,904 347,950 4,453,760

R6.8 120,650 1,544,320 106,270 1,360,256 24,800 317,440 50,400 645,120 58,780 752,384 360,900 4,619,520

R6.9 100,520 1,286,656 86,150 1,102,720 22,500 288,000 55,800 714,240 40,310 515,968 305,280 3,907,584

R6.10 113,870 1,457,536 104,230 1,334,144 21,200 271,360 50,400 645,120 83,420 1,067,776 373,120 4,775,936

R6.11 101,250 1,296,000 98,760 1,264,128 27,300 349,440 55,800 714,240 63,630 814,464 346,740 4,438,272

R6.12 118,640 1,518,592 116,570 1,492,096 26,500 339,200 61,200 783,360 71,570 916,096 394,480 5,049,344

R7.1 95,210 1,218,688 97,790 1,251,712 24,000 307,200 60,400 773,120 51,990 665,472 329,390 4,216,192

R7.2 108,040 1,382,912 93,710 1,199,488 24,600 314,880 59,400 760,320 59,890 766,592 345,640 4,424,192

R7.3 99,980 1,279,744 89,820 1,149,696 25,700 328,960 58,800 752,640 47,740 611,072 322,040 4,122,112

合　　計 1,305,180 16,706,304 1,229,850 15,742,080 301,100 3,854,080 670,650 8,584,320 751,240 9,615,872 4,258,020 54,502,656

令和６年度　業者別し尿搬入量及び委託料一覧表

㈱クリーンサービス山城 ㈱相楽清掃 (有)フシミ 相 楽 商 事 大 和 清 掃 合　計
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単位： ℓ, 円

業者名

年 月 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料 搬入量 手数料

R6.4 179,000 358,000 256,060 512,120 16,530 33,060 57,100 114,200 100,900 201,800 56,600 113,200 17,430 34,860 683,620 1,367,240

R6.5 265,100 530,200 183,580 367,160 21,060 42,120 35,800 71,600 112,100 224,200 39,000 78,000 21,510 43,020 678,150 1,356,300

R6.6 217,400 434,800 234,480 468,960 20,950 41,900 42,100 84,200 153,900 307,800 43,400 86,800 26,460 52,920 738,690 1,477,380

R6.7 204,100 408,200 202,580 405,160 18,980 37,960 55,900 111,800 126,000 252,000 38,300 76,600 19,070 38,140 664,930 1,329,860

R6.8 182,500 365,000 243,900 487,800 12,840 25,680 32,100 64,200 69,100 138,200 26,500 53,000 10,990 21,980 577,930 1,155,860

R6.9 188,500 377,000 203,460 406,920 6,510 13,020 38,400 76,800 89,000 178,000 59,400 118,800 10,180 20,360 595,450 1,190,900

R6.10 168,700 337,400 201,180 402,360 12,390 24,780 39,500 79,000 136,700 273,400 40,300 80,600 15,060 30,120 613,830 1,227,660

R6.11 216,800 433,600 194,070 388,140 22,280 44,560 32,500 65,000 68,600 137,200 41,100 82,200 42,450 84,900 617,800 1,235,600

R6.12 157,700 315,400 198,350 396,700 17,780 35,560 57,300 114,600 114,400 228,800 39,200 78,400 42,980 85,960 627,710 1,255,420

R7.1 171,400 342,800 189,850 379,700 6,420 12,840 43,800 87,600 100,000 200,000 24,800 49,600 11,270 22,540 547,540 1,095,080

R7.2 269,100 538,200 297,070 594,140 12,180 24,360 34,200 68,400 125,400 250,800 33,800 67,600 22,360 44,720 794,110 1,588,220

R7.3 206,800 413,600 302,960 605,920 23,480 46,960 55,600 111,200 116,100 232,200 71,000 142,000 46,560 93,120 822,500 1,645,000

合　　計 2,427,100 4,854,200 2,707,540 5,415,080 191,400 382,800 524,300 1,048,600 1,312,200 2,624,400 513,400 1,026,800 286,320 572,640 7,962,260 15,924,520

平安衛生開発㈱ 合　計

令和６年度　業者別浄化槽汚泥搬入量及び投入手数料一覧表

㈱クリーンサービス山城 ㈱相楽清掃 (有)フシミ 相 楽 商 事 大 和 清 掃 城南衛生㈱
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６．まとめ、総合所見 

６．１ 施設の運転状況 

１）し尿及び浄化槽汚泥の処理状況

項 目 計画条件 令和 6年度 所 見 

実績値 

年間日数 （日/年） 365 365 搬入率：98.5％(月別に

見ると 100％を超える

場合あり) 

浄化槽汚泥混入率：

65.1％ 搬 

入 

状 

況 

受入日数 （日/年） － 243 

搬 

入 

量 

年間搬入量 

（kL/年） 

し尿 4,015 4,258.02 

浄化槽汚泥 8,395 7,962.26 

合計 12,410 12,220.28 

年間日平均 

（kL/日） 

し尿 11.0 11.7 

浄化槽汚泥 23.0 21.8 

合計 34.0 33.5 

搬入量(週

4.4日) 

（kL/日） 

し尿 17.5 18.6 

浄化槽汚泥 36.6 34.7 

合計 54.1 53.3 

搬入率  （％） 100.0 98.5 

浄化槽汚泥混入率   （％） 67.7 65.1 

投 

入 

状 

況 

稼働日数 （日/年） 232.0 233.4 投入率：94.6％ 

投入量 （m3/年） 12,852.80 12,227.37 

稼働日当たり施設投入量 

（週 4.4 日＋月 2.6 日） （m3/日） 

55.4 52.4 

投入率  （％） 100.0 94.6 

汚 

泥 

処 

理 

脱水機運転時間 （日/年） － 222.2 供給汚泥 SS量は計画条

件よりもやや多くなっ

ているが、脱水汚泥含

水率は概ね計画条件ど

おりとなっている。 

汚泥処理量(瞬間値) （m3/時） 4.9 4.2 

脱水機供給汚泥濃度 （mg/L） 2,830 3,410 

脱水機供給汚泥 SS量（kgSS/時） 13.9 14.2 

脱水汚泥含水率  （％） 75 75.3 

放 

流 

放流水量 （m3/年） 16,659.7 13,535.9 支障なし 

稼働日当たり放流水量 

（週 4.4 日＋月 2.6 日） （m3/日） 

71.8 58.0 

放流水量/投入量 （倍） 1.30 1.11 

場外 

搬出 

脱水し渣 （台/年） － 6 支障なし 

脱水汚泥 （台/年） － 84 

まとめ 

（課題、今後の対応等） 

搬入率は 98.5％で月別に見ると計画条件を超える場合がある

が、投入率は 94.6％で各月とも計画条件内となっている。汚泥処

理は、供給汚泥濃度及び SS 量が計画条件よりもやや高くなって

いるが、脱水汚泥の平均含水率は 75.3％で概ね計画条件どおりと

なっている。 

相楽広域行政組合そうらく衛生センター長期包括的運営業務
モニタリング業務報告書（令和６年度）より抜粋
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２）ユーティリティ実績（電力、主要薬品）

項 目 計画条件 令和 6年度 所 見 

( )参考値 実績値 

電力使用量 （kWh/年） － 529,824.5 － 

搬入量 1kL当たり  （kWh/kL） (50) 43 支障なし 

主

要

薬 

品 

使 

用 

量 

メタノール  （kg/年） － 17,924.9 月毎の変動が大きい 

搬入量 1kL当たり  （g/kL） (824) 733 支障なし 

調質剤(脱水用ポリマ) （kg/年） 1,909.0 1,667.9 － 

搬入量 1kL当たり  （g/kL） 154 136 支障なし 

脱水助剤(ｾﾙﾛｰｽ)  （kg-dry/1 か月） 302.4 741.8 （4/1～5/6） 

搬入量 1kL 当たり（g-dry/kL） 247 580 計画条件よりも多い 

脱水助剤(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ) （kg-dry/11か月） 2,763.6 1,275.5 （5/7～3/31） 

搬入量 1kL当たり（g-dry/kL） 247 117 支障なし 

消泡剤  （kg/年） 310.3 824.5 － 

搬入量 1kL当たり  （g/kL） 25 67 計画条件よりも多い 

硫酸バンド  （kg/年） 106,908.5 54,780.0 － 

搬入量 1kL当たり  （g/kL） 689 359 支障なし 

苛性ソーダ  （kg/年） 57,378.0 37,846.0 － 

搬入量 1kL当たり  （g/kL） 1,110 743 支障なし 

次亜塩素酸ソーダ   （kg/年） 74,934.5 26,337.5 － 

搬入量 1kL当たり  （g/kL） 725 259 支障なし 

高分子凝集剤(水処理用) （kg/年） 62.1 90.0 － 

搬入量 1kL当たり  （g/kL） 5.0 7.4 計画条件よりも多い 

硫酸  （kg/年） 2,810.5 4,880.0 － 

搬入量 1kL当たり  （g/kL） 170 280 計画条件よりも多い 

まとめ 

（課題・今後の対応等） 

電力使用量（搬入量 1kL当たり：以下同様）は参考値以下となっ

ている。維持管理努力により電力使用量の削減が図られているこ

とも一因と考えられる。 

主要薬品使用量は、生物処理水の凝集分離処理の安定性を優先

するため、高分子凝集剤使用量がやや多くなっている。また、運転

立ち上げ時に使用される消泡剤や、脱臭の他に中和に使用されて

いる硫酸の使用量が多くなっているが、本施設の特性上やむを得

ないと考えられる。そのほかの薬品使用量は計画条件や参考値以

下となっている。なお、メタノールは流動床に加えて調整槽への注

入も行っていること、調整槽用の注入ポンプ（当初は既設利用）の

能力が過大であったこと、年末年始の施設休止後の運転立上げ時

に水質が変動したことにより、注入量が大きく変動している。 

※参考値：第 44 回全国都市清掃研究･事例発表会論文集「Ⅲ-101 精密機能検査結果から見たし尿処理施

設、汚泥再生処理センターの維持管理の実態について」 （一財）日本環境衛生センター 

電力は高負荷脱窒素処理方式の平均値、メタノールは全施設の平均値 
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６．２ 施設の維持管理状況 

１）分析・測定

内容・項目 所 見 

水 

質 

分 

析 

投入し尿 分析・測定は計画どおりに実施されている（1回/週、
4～5回/月）。なお、多量の油脂分を含む浄化槽汚泥が
搬入されたときや、長期に運転を停止した後の運転立
上げ時に、生物学的脱窒素処理工程の水質に変動が見
られる。放流水質は、いずれの項目も排水基準値及び
施設保証値を満足している。また、排出負荷量も排水
基準値を満足している。 

投入浄化槽汚泥 

凝集原水 

凝集沈殿処理水 

放流水 

放流水分析結果(R6年) 最小値 平均値 最大値 施設保証値 排水基準値 

ｐＨ 6.6 7.2 8.3 5.8～8.6 5.8～8.6 

ＳＳ  （mg/L） 1 1 1 10以下 70(90)以下 

ＢＯＤ  （mg/L） 1 1.1 3 10以下 20(25)以下 

ＣＯＤ  （mg/L） 0.2 1.0 2.6 20以下 20(25)以下 

Ｔ－Ｎ  （mg/L） 1.4 2.7 4.8 10以下 60(120)以下 

Ｔ－Ｐ  （mg/L） 0.01 0.02 0.05 1以下 8(16)以下 

色度 （度） 1 1 2 30以下 － 

大腸菌群数（個/cm3） 0 0 0 3,000以下 3,000以下 

排出 

負荷量 

ＣＯＤ  （kg/日） 0.01 0.06 0.15 － 2.8以下 

Ｔ－Ｎ  （kg/日） 0.09 0.16 0.24 － 1.4以下 

Ｔ－Ｐ  （kg/日） 0.001 0.001 0.003 － 0.14以下 

騒 

音 

・ 

振 

動 

測 

定 

簡易計による定点測定 計画どおりに実施されている（1回/月）。 

騒音・振動は、いずれの地点においても基準値を満足

している。 

測定結果(R6 年) 
騒音 振動 

年間平均値 基準値 年間平均値 基準値 

施設玄関 （dB） 45.5 昼間 

60以下 

23.0 昼間 

65以下 し渣ホッパ室前（dB） 51.8 27.5 

搬入路出口  （dB） 52.5 24.3 

悪 

臭 

測 

定 

検知管による脱臭塔 

出入口の臭気測定 

計画どおりに実施されている（1回/月）。 

悪臭は、検知管の測定下限値以下となっており、官能

検査（臭いの有無の確認）も異常無しとなっている。 出口臭気の官能検査 

測定結果(R6 年) 脱臭塔入口 脱臭塔出口 基準値 検知管測定範囲 

アンモニア  （ppm） 0.5以下 0.5以下 1以下 0.5～78 

硫化水素 （ppm） 0.1以下 0.1以下 0.02以下 0.1～4 

官能検査 － 異常無し － － 

まとめ 

（課題・今後

の対応等） 

施設における水質分析、騒音・振動測定、悪臭測定は、計画どおりに実施

されており、分析・測定結果についても支障は認められない。 
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２）運転維持管理の定期作業

内容・項目 所 見 

槽内清掃 沈砂槽（し尿・浄化） 計画どおりに実施されている（4回/月）。 

受入槽（し尿・浄化） 

中継槽（１・２） 計画どおりに実施されている（1回/年）。 

貯留槽（し尿・浄化） 

活性炭交換 水処理 計画どおりに実施されている（1回/2 か月）。 

脱臭 計画どおりに実施されている（1回/年）。 

脱水し渣搬出 計画どおりに実施されている（1回/2 か月）。 

脱水汚泥搬出 2回/週、10台/月の計画に対し、1～2回/週、6～9

台/月の搬出となっているが、脱水汚泥量に応じて

実施していることから、支障は認められない。 

まとめ 

（課題・今後

の対応等） 

施設の運転維持管理にかかる定期作業は、いずれも計画どおりに実施さ

れており、支障は認められない。 

３）保守点検・法定点検

内容・項目 所 見 

電気設備点検 計画どおりに実施されている（6回/年）。 

消防用設備点検 総合点検 計画どおりに実施されている（1回/年）。 

機器点検 計画どおりに実施されている（2回/年）。 

昇降機点検 月次点検 計画どおりに実施されている（3回/年）。 

法定点検 計画どおりに実施されている（1回/年）。 

自動ドア点検 計画どおりに実施されている（2回/年）。 

空調機点検 計画どおりに実施されている（1回/年）。 

地下タンク点検 月次点検 計画どおりに実施されている（4回/年）。 

ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ検査 法定点検 計画どおりに実施されている（1回/2年）。 

まとめ 

（課題・今後

の対応等） 

定期的に実施する保守点検・法定点検は、いずれも計画どおりに実施され

ており、支障は認められない。 
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４）設備・装置の補修・整備

区分 設備・装置 内容 所 見 

令和 6年度

計画分 

破砕機（NO.1、NO.2） 定期整備 

計画された時期に実施。 

中継槽ポンプ（NO.2） 定期整備 

し尿投入ポンプ（NO.2） 

浄化槽汚泥投入ﾎﾟﾝﾌ （゚NO.2） 

定期整備 

原水ポンプ（NO.1） 定期整備 

汚泥供給ポンプ（NO.2） 定期整備 

調質剤注入ポンプ（NO.2） 定期整備 

汚泥脱水機（NO.1） 定期整備 

凝集原水ポンプ（NO.1） 定期整備 

凝集沈殿汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌ（゚NO.1） 定期整備 

雑排水移送ポンプ（NO.2） 定期整備 

脱臭用酸・アルカリ洗浄塔 担体洗浄 

現場予備品納入 予備品納入 計画された時期に実施。 

防災点検指摘事項整備 整備 指摘事項の整備を実施。 

脱水汚泥搬送装置(5) 定期整備 計画された時期に実施。 

計画外 中央監視室シーケンサ故障 部品交換 ﾈｯﾄﾜｰｸﾕﾆｯﾄの交換（旧品）。

空調機（受付監視室）故障 更新 空調機の更新。 

凝集沈殿槽汚泥引抜配管漏水 補修 配管の補修 

UPS(無停電電源装置)警告 部品交換 バッテリーの交換 

流動床制御ｾﾝｻｰ指示不良 改造 取付位置の変更 

ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰｶ

実施分 

調整槽、凝集原水槽 浚渫 プラントメーカにより水槽の浚

渫及び異音調査が行われている。 脱水汚泥搬送装置(1) 異音調査 

ト ラ ブ ル

(警報等 )

発生状況 

・し尿投入ポンプ、分析機器、照明等の使用年数の長期化

・浄化槽汚泥貯留槽埋込管（予備貯留槽からの移送配管）の漏れ

・損傷配管の応急補修

・担体分離器の閉塞

・脱水助剤給紛装置の排出不良

・脱水機の不具合（脱水機汚泥排出部の閉塞、濃縮スクリーン液位高警報） 

・凝集原水槽の汚泥の堆積

・多量の油脂分を含む浄化槽汚泥の搬入

・調整槽撹拌機（水中撹拌機）の過負荷警報

・脱水汚泥搬送装置(1)の異音の発生 など

まとめ 

（課題、今後

の対応等） 

設備・装置の定期整備は計画どおりに実施されている。なお、中央監視室

シーケンサの不具合については旧品の部品を交換して対応しているが、使

用年数が長く故障発生のリスクが高いため更新を計画する必要がある。 

また、分析機器等の使用年数の長期化、浄化槽汚泥貯留槽埋込管（予備貯

留槽からの移送配管）の漏れ、損傷配管の応急補修箇所や、頻発している担

体分離器の閉塞、脱水助剤給紛装置の排出不良、脱水機の不具合（脱水機汚

泥排出部の閉塞、濃縮スクリーン液位高警報）、凝集原水槽の汚泥の堆積、

調整槽撹拌機の過負荷警報、脱水汚泥搬送装置(1)の異音などについても対

策が必要である。 
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５）その他の運営業務

内 容 所 見 

建築設備の保全管理 適切に実施されている。 

清掃業務、植栽等の外構管理 適切に実施されている。 

水源地の管理 適切に実施されている。 

６．３ 委託費の精算に係る基準数値 

内 容 所 見 

搬入し尿量 

電気料金（支出減）と活性炭費（支出増）

が見直し変動幅の範囲を超えて変動し

ている。 

それ以外の項目は見直し変動幅の範囲

内となっている。 

水道料金 

電気料金 

燃料費 

活性炭費 

薬品費 

消耗品費 

運転管理人件費、測定分析費、補修工事・点検整備費 

６．４ 総合所見 

本施設の運転状況及び維持管理状況について支障は認められないが、多量の油脂分

を含む浄化槽汚泥が搬入されたときや、長期に運転を停止した後の運転立上げ時に、

生物学的脱窒素処理工程の水質に変動が見られる。 

委託費の精算に係る基準数値は、電気料金（支出減）と活性炭費（支出増）が見直

し変動幅の範囲を超えて変動しているが、それ以外の項目は見直し変動幅の範囲内と

なっている。 

また、脱水助剤の給粉の安定化、稼動が長期化している機器、配管の漏れ、油脂分

の多い浄化槽汚泥の搬入などが課題となっているため、これらの対応についても検討

する必要がある。 



（相楽広域行政組合そうらく衛生センター）

 項    目 単位

放 流 水 量
月 平 均 値

水 素 イ オ ン
濃度（pH）

生物化学的酸素

要求量（BOD）

化 学 的 酸 素
要求量（COD）

浮 遊 物 質 量
（SS）

全 窒 素 mg/ℓ 10

全 り ん mg/ℓ 1

大 腸 菌 群 数 個/cm3 3,000

色 度 度 30

※水量：運転管理月報（２）による

※水質分析機関：舞鶴厚生株式会社

令和６年度　放流水量・水質分析表

年／月
令和６年 令和７年

自主基準値

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月

水
量

㎥/日 43.9 40.3 42.4 39.2 37.1 32.9 45.0 32.7 33.3 27.2 35.9 35.2 71.8

水

質

7.8 7.4 7.3 7.6 7.7 6.9 7.6 7.0 7.6 8.0 7.8 7.9 5.8～8.6

mg/ℓ ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 0.6 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 10

mg/ℓ 1.2 1.3 1.8 0.9 1.3 1.1 1.3 0.7 1.5 0.9 0.6 0.8 20

mg/ℓ ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 10

2.6 2.0 1.6 2.1 1.9 1.9 3.2 1.2 2.0 2.0 3.6 1.8

0.047 0.012 0.019 0.065 0.048 0.024 0.048 0.042 0.017 0.056 0.035 0.016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1
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392 375 340 366 410 386 431 421 376 368 3,865 64.2

6 1 3 5 4 6 9 6 2 6 48 0.8

16 11 17 15 10 11 16 15 11 16 138 2.3

162 169 182 176 215 179 141 157 166 165 1,712 28.4

17 9 13 12 7 6 6 17 13 9 109 1.8

593 565 555 574 646 588 603 616 568 564 5,872 97.5

18 10 13 18 17 18 22 18 11 8 153 2.5

611 575 568 592 663 606 625 634 579 572 6,025 100.0

電 話 467 442 466 425 529 515 491 507 475 471 4,788 79.5

来 所 144 133 102 167 134 91 134 127 104 101 1,237 20.5

割　合

そ の 他

合　　計

比率

木津川市

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南山城村

小　　計

R2年度 R3年度

【資料－1】
相楽消費生活センター相談件数の推移

（単位：件、％）

年　度
H27年度

市町村名
H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R4年度 R5年度 R6年度 合　計

467 
442 

466 
425 

529 515 
491 507 

475 471 

144 133 
102 

167 
134 

91 
134 127 

104 101 

611 
575 568 

592 

663 

606 625 634 
579 572 
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H２７年度 H２８年度 H２９年度 H３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

相楽消費生活センター相談件数の推移

電話

来所

計
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【資料－1】

相楽消費生活センター相談件数比較表（令和５・６年度）

単位：件、％

電　　話 来　所 合　計区分

市町村名 R6年度 R5年度 差引 増減率 R6年度 R5年度 差引 増減率 R6年度 R5年度 差引 増減率

木津川市 296 308 △ 12 △ 3.9 72 68 4 5.9 368 376 △ 8 △ 2.1

笠 置 町 5 2 3 150.0 1 0 1 皆増 6 2 4 200.0

和 束 町 10 7 3 42.9 6 4 2 50.0 16 11 5 45.5

精 華 町 146 137 9 6.6 19 29 △ 10 △ 34.5 165 166 △ 1 △ 0.6

南山城村 7 11 △ 4 △ 36.4 2 2 0 0.0 9 13 △ 4 △ 30.8

小　計 464 465 △ 1 △ 0.2 100 103 △ 3 △ 2.9 564 568 △ 4 △ 0.7

そ の 他 7 10 △ 3 △ 30.0 1 1 0 0.0 8 11 △ 3 △ 27.3

合　計 471 475 △ 4 △ 0.8 101 104 △ 3 △ 2.9 572 579 △ 7 △ 1.2

電　　話 来　所 合　計



年月

R6 R7

種別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 割合

電話 26 28 14 28 21 22 30 30 30 24 24 19 296

来所 9 4 4 8 7 1 9 6 8 5 4 7 72

計 35 32 18 36 28 23 39 36 38 29 28 26 368 64.3

電話 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5

来所 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

計 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 1.0

電話 1 2 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 10

来所 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 6

計 3 2 1 0 0 1 3 1 0 5 0 0 16 2.8

電話 8 13 11 13 11 5 17 15 17 16 12 8 146

来所 1 1 2 1 4 3 1 2 1 1 0 2 19

計 9 14 13 14 15 8 18 17 18 17 12 10 165 28.9

電話 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 0 7

来所 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

計 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 2 0 9 1.6

電話 36 43 28 41 33 31 49 46 47 45 38 27 464

来所 13 5 6 9 11 4 12 10 9 8 4 9 100

計 49 48 34 50 44 35 61 56 56 53 42 36 564 98.6

電話 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 7

来所 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

計 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 8 1.4

電話 36 44 28 42 33 33 50 47 47 45 39 27 471 82.3

来所 13 5 6 9 11 5 12 10 9 8 4 9 101 17.7

計 49 49 34 51 44 38 62 57 56 53 43 36 572 100.0

21 21 20 22 21 19 22 20 20 19 18 20 243

2.3 2.3 1.7 2.3 2.1 2.0 2.8 2.9 2.8 2.8 2.4 1.8 2.4

精 華 町

南山城村

令和６年度 相楽消費生活センター相談受付表

市町村名

木津川市

笠 置 町

和 束 町

そ の 他

合　　計

相　談　日　数

１日当たりの件数

単位：件、％

小　　計
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件数 件数
② Ａ 00 商品一般 40 10 土地・建物・設備一般 1

10 食料品一般 1 20 土地 4
21 穀類 1 31 建物一般 0
22 魚介類 4 32 集合住宅 9
23 肉類 0 33 戸建住宅 11
24 乳卵類 1 34 他の建物 1
25 野菜・海草 1 40 住宅構成材 4
26 油脂・調味料 0 51 空調・冷暖房・給湯設備 10
31 果物 0 52 衛生設備 1
32 菓子類 2 53 屋外装備品 2
33 飲料 5 54 他の住宅設備 7
34 酒類 1 Ｊ 00 他の商品 1
40 調理食品 3 Ｐ 00 役務一般 3
51 健康食品 30 10 金融・保険一般 1
52 食料品その他 0 20 生命保険 1
10 住居品一般 0 30 損害保険 3
21 食生活機器 4 35 その他の保険 0
22 食器・台所用品 2 70 預貯金・証券等 2
23 洗濯・裁縫道具 1 75 デリバティブ取引 4
24 掃除用具 2 76 ファンド型投資商品 2
25 洗浄剤等 2 80 融資サービス 5
31 空調・冷暖房機器 9 90 他の金融関連サービス 13
32 家具・寝具 3 70 運輸・輸送サービス一般 0
33 室内装備品 1 71 旅客運送サービス 1
34 照明器具 2 72 郵便・貨物運送サービス 6
40 他の住居品 6 80 放送・通信サービス一般 0
10 光熱水品一般 0 81 電報・固定電話 8
20 電気 4 82 移動通信サービス 19
30 ガス 2 84 インターネット通信サービス 18
40 石油 0 85 放送 0
50 水道 0 10 教育一般 0
60 他の光熱水品 0 20 学校教育 1
10 被服品一般 1 30 補習教育 0
20 和服 1 40 他の教育 0
31 洋服一般 0 10 教養・娯楽一般 0
34 子供洋服 0 20 旅行代理業 2
35 洋装下着 5 30 宿泊施設 2
36 紳士・婦人洋服 16 40 教育・講座 5
41 履物 5 50 観覧・観賞 2
42 かばん 5 55 娯楽配信サービス 8
43 アクセサリー 2 57 ソフトウェアライセンス 2
44 他の身の回り品 5 60 各種会員権 2
50 生地・糸類 0 70 他の教養・娯楽 16
60 他の被服品 0 10 保健・福祉一般 0
10 保健衛生品一般 0 21 医療 5
20 医薬品 3 22 理美容 7
30 医療用具 4 23 浴場 1

① 40 化粧品 48 24 衛生サービス 4
50 理美容器具・用品 1 25 健康関連サービス 0
60 他の保健衛生品 6 31 保育 0
10 教養娯楽品一般 0 32 老人福祉・サービス 0
20 文具・事務用品 2 40 他の保健・福祉 0
21 ﾊﾟｿｺﾝ・ﾊﾟｿｺﾝ関連用品 7 10 外食・食事宅配 1
25 電話機・電話機用品 8 20 冠婚葬祭 1
30 学習教材 1 30 家事サービス 3
40 書籍・印刷物 10 40 役務その他 26
50 音響・映像製品 3 15 内職・副業一般 0
60 スポーツ用品 2 30 自動販売機 0
71 カメラ類 1 40 内職・副業 4
72 時計 1 50 無限連鎖講 0
73 他の光学機器 0 Ｘ 00 他の行政サービス 2
80 玩具・遊具 5 10 消費者運動（消費者問題一般） 1
91 楽器 2 20 家庭管理 1
92 他の教養娯楽品 8 30 健康管理 0
10 車両・乗り物一般 0 40 相隣関係 3
20 自動車 13 50 慣習・しきたり 0
30 自動車用品 3 60 婚姻 0
40 自転車・用品 1 70 相続 1
50 運搬用具 0 80 相談その他 39 ③
60 他の乗り物 0 572

※PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）により集計

Ｗ

Ｚ

合　計

Ｄ

Ｓ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｔ

Ｕ

Ⅴ

令和６年度 消費生活相談（商品別分類） 統計データ
（４月～３月分）

相楽消費生活センター

ｺｰﾄﾞNo 内　　容 ｺｰﾄﾞNo 内　　容

Ｉ

Ｂ

Ｑ

Ｃ

Ｒ



　　相楽消費生活センター・京都府消費生活安全センター
　　・京都府山城広域振興局相談件数実績（令和６年度）

種　別

市町村等 人人人 割　合 件　数 割　合 件　数 割　合 件　数 割　合 件　数 割　合

木津川市 79,116 64.9 368 64.3 154 63.6 4 80.0 526 64.2

笠 置 町 1,049 0.9 6 1.1 5 2.1 0 0.0 11 1.3

和 束 町 3,353 2.8 16 2.8 5 2.1 0 0.0 21 2.6

精 華 町 36,005 29.5 165 28.8 68 28.1 1 20.0 234 28.6

南山城村 2,349 1.9 9 1.6 3 1.2 0 0.0 12 1.5

相楽郡
（町村不明）

8 1.4 7 2.9 0 0.0 15 1.8

その他※ 0 0.0 0 0.0

合　　計 121,872 100.0 572 100.0 242 100.0 5 100.0 819 100.0

※その他：相楽地域以外・地域不明
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単位：件、％

R7.3.31人口 相楽消費生活センター 京都府消費生活安全センター 京都府山城広域振興局 合　計



①消費生活出前講座＜一般・高齢者＞

回 月日・参加者数 時間 団　体　名 市町村名 場　所 相談員 申請日 報告日

５月１５日 (水)

参加者：３２人

６月１５日（土）

参加者：３７人

７月１３日 (土）

参加者：２５人

７月１６日 (火）

参加者：４４人

８月７日 (水）

参加者：１０人

９月９日 (月）

参加者：２０人

９月１２日 (木）

参加者：５８人

９月２７日 (金）

参加者：２３人

１０月１２日 (土）

参加者：１６人

１１月２６日 (火）

参加者：３９人

１１月２９日 (金）

参加者：４人

２月２日 (日）

参加者：３０人

２月２２日 (土）

参加者：４０人

３月１６日 (日）

参加者：３３人

３月２１日 (金）

参加者：２０人

３月２４日 (月）

参加者：１６人

３月２６日 (水）

参加者：７人

17回、参加者数：454人

16
11:00～
11:50

和束町社会福祉協議
会

和束町 消費生活トラブル防止
和束町老人福祉
センター

渡邊相談員 3/10

13
14:00～
16:00

北ノ堂自治会 精華町 消費者被害から身を守る 北ノ堂集会所 渡邊相談員 12/10 2/26

14
13:40～
14:40

京都府女性の船ス
テップあけぼの相楽
支部

木津川市 消費者被害から身を守る
アスピアやまし
ろ

加茂文化セン
ター

渡邊相談員

12/16 3/17

8/196
14:00～
15:00

木津川市健康福祉部
社会福祉課福祉総合
相談室

3
13:40～
14:15

桜が丘４丁目老人会
「華桜会」

精華町
悪質商法・振り込め詐欺被
害防止

桜が丘４丁目集
会所

渡邊相談員 5/30

木津川市 悪質商法と対処法について 木津川市役所 渡邊相談員 7/12

4
13:30～
14:15

木津川市地域包括支
援センター木津東
（地域ケア会議）

木津川市 消費者被害を防ぐために

8/135
10:30～
11:15

笠置町民生児童委員
協議会

笠置町 悪質商法の新しい手口 つむぎテラス 渡邊相談員 7/16

7/18

12/9

6/18
10:00～
11:30

たんぽぽの会(相楽
聴言センター）

木津川市
詐欺・悪質商法にご用心!
（資産運用などで騙されな
いように）

山城支所別館 渡邊相談員 4/1

10:00～
11:30

月ヶ瀬ニュータウン
千歳会

南山城村
スマホ・パソコンによるイ
ンターネット接続での消費
者問題について

月ヶ瀬ニュータ
ウン集会所

令和６年度消費者啓発実績

令和７年３月３１日

テ　ー　マ

7/18

1
14:15～
15:15

加茂圏域地域ケア会
議

木津川市 詐欺と悪質商法について
加茂保健セン
ター

渡邊相談員 4/5 5/15

2

木津川市役所 渡邊相談員 4/4

17
14:00～
15:00

精華町社会福祉協議
会

精華町
最近の消費者被害の傾向と
対策について

3/312/28

9/27

10/219/20

渡邊相談員 10/8 1/14

12/19

3/31

6/14

渡邊相談員

3/21

3/24

かしのき苑 渡邊相談員

9 渡邊相談員

10
13:30～
15:00

木津川市木津西部民
生児童委員協議会

木津川市
特殊詐欺等、消費者トラブ
ルについて

木津川市役所

11
10:00～
11:30

家庭教育学級(精華
町教育委員会教育部
生涯学習課）

精華町
子どもを取り巻くネット・
スマホの危険性

かしのき苑 渡邊相談員

12
13:00～
13:45

木津川市社会教育課 木津川市
青少年向け「インターネッ
トの正しい使い方」

10/8

8
13:30～
15:00

社協相楽台区支部サ
ロン

木津川市 特殊詐欺防止一般
相楽台８・９丁
目集会所

渡邊相談員 7/12

7
13:30～
15:00

精華町民生児童委員
協議会

精華町 消費者被害の現状について 精華町役場 渡邊相談員 6/4

15
15:00～
15:30

南山城村民生児童委
員協議会

南山城村
最近の消費者トラブル（具
体的な事例）

南山城村文化会
館（やまなみ
ホール）

渡邊相談員 12/25
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昼食代 1,000 円負担あり 

◆募集定員  第１回(2０人)、第２回(4０人) 
◆参加資格  木津川市及び相楽郡に在住・在勤・在学の方 
◆参 加 費  第 1 回は参加費 1,000 円(昼食代として)、第 2回は無料 
◆主  催  相楽広域行政組合（相楽消費生活センター) 
◆申込方法  電話・ＦＡＸのいずれかの方法で「消費生活講座参加希望」の旨と、氏名、住所、

電話番号、参加予定日をお伝えください。 
◆申込受付  ９月１０日（火）から申込みを受付けます。申込み多数の場合は抽選、申し込まれ

た方全員に受講の可否の連絡をします。 
◆申込締切 第１回 １０月１０日（木）、第２回 １０月２４日（木） 

◎定員に満たない場合は締切日以降も受付します。相楽広域行政組合までお問い合わせください。 

◆問い合わせ先

市町村名 担当課 電話番号 市町村名 担当課 電話番号 

相楽広域 
行政組合 

事務局 (0774)72-0421 和 束 町 農村振興課 (0774)78-3008 

木津川市 観光商工課 (0774)75-1216 精 華 町 商工推進室 (0774)34-0234 

笠 置 町 商工観光課 (0743)95-2327 南山城村 産業観光課 (0743)93-0105 

           

              

< 令和６年度 消費生活講座 申込書 > 

 相楽広域行政組合（相楽消費生活センター）宛 

（ＦＡＸ：０７７４-７２-０４７０） 

(フリガナ)
住所又は勤務

地の市町村 
TEL 

（日中に連絡がとれる番号） 

氏  名 FAX 

参加予定日 

（○で囲んでください。）
第１回（１０/１８）  第 2 回（１０/３１） 

※いただいた個人情報につきましては、本講座の運営以外の目的には使用いたしません｡

◆申し込み先◆

相楽広域行政組合 
（相楽消費生活センター） 

 (http://www.souraku-kyoto.or.jp) 

〒619-0214 

木津川市木津上戸 15 相楽会館内  

TEL(0774)72-0421 FAX(0774)72-0470 

令和６年度 

消費生活講座〈募集要項・申込書〉 
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7.3.31

番号

1 4月16日 情報交換会・苦情処理研修会 京都テルサ 相談員

2 5月21日 情報交換会・消費生活に関する研修会 京都テルサ 相談員

3 5月23日～24日 消費者行政職員研修管理職講座
国民生活センター相模原研修施
設

行政職員

4 5月26日 第５５回京都消費者大会 ウイングス京都 相談員

5 5月27日 令和６年度市町村消費者行政担当課長会議 京都テルサ 行政職員

6 6月24日 情報交換会・消費生活に関する研修会 京都テルサ 相談員

7 7月16日 情報交換会・苦情処理研究会 京都テルサ 相談員

8 8月20日 情報交換会 オンライン 相談員

9 8月23日 インターネット取引に関する消費者トラブル オンライン 相談員

10 8月26日 令和６年度　消費生活協力員・協力団体養成講座　全国基礎講座 オンライン 相談員

11 9月17日
情報交換会及び京都府消費生活行政担当者・ 消費生活相談員等
研修

京都テルサ 相談員

12 10月11日 金融・保険関連の消費者トラブル オンライン 相談員

13 10月15日 情報交換会 オンライン 相談員

14 10月24日 通信・端末の契約に関する消費者トラブル 愛知県自治センター 相談員

15 11月6日 生命保険意見交換会 住友生命京都ビル 相談員

16 11月11日
情報交換会及び京都府消費生活行政担当者・ 消費生活相談員等
研修

京都テルサ 相談員

17 12月16日～17日 多重債務問題解決に向けた消費者相談
国民生活センター相模原研修施
設

相談員

18 1月23日～24日 インターネット取引に関する消費者トラブル 石川県庁 相談員

19 1月28日 インターネット広告の仕組みと現状、対応について 和歌山県消費生活センター 相談員

20 2月18日 消費生活行政担当者・消費生活相談員等研修会 京都テルサ 相談員

21 3月18日 情報交換会及び苦情処理研究会 京都テルサ 相談員

令和６年度消費生活センター関係会議・研修出席状況

月　　日 内 容 場　　所 出席者







A-001

建築解体工事特記仕様書－１相楽会館解体工事

―

検　図
図  名

縮  尺

図　　番

設

計

工事名

2.項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

1.設計図書による。設計図書に記載されていない事項は、「標仕」のほか別記の適用基準

解　体　工　事　特　記　仕　様　書

【１】工事概要

3.解体建物概要

本書は特に記載のない事項にあっても、すべて、「解体共仕」の適用を受けるものとする。

【３】工事区分

【２】適用範囲

現場説明書(質疑回答書を含む)、本特記仕様書、図面、建築物解体工事共通仕様書、公共

建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書に示す範囲とする。すべての設計図書

は、相互に補完するものとし、相違がある場合は、上記の順位を優先順位とする。上

設計図書による。

【４】工事仕様

による。

(1.2.2)

1)工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を

① 適用基準等 ※建築物解体工事共通仕様書

(監修：国土交通省)

(監修：国土交通省)

(監修：国土交通省)

(注：監修欄「国土交通省」は国土交通省大臣官房官庁営繕部を示す)

② 施工概要 (１) 解体は図示の建物基礎その他埋設物等、設計図中に表示されている範

囲を全て除去し、解体残材コンクリート破砕片、その他残材は速やか

に場外の適法な場所へ搬出処分する。

なお発生故材の搬出に場内小運搬を要し、その処理に長時間を必要と

する場合は、周辺に危害を及ぼさないよう安全な処理を施し、係員の

出処分すること。

(２) 施工に先立ち建物周辺の現地調査を行い、設計図中に明記のない建

物・地中埋設物等が確認された場合、関係者と協議の上処理方法を決

定する。ただし、明らかに解体撤去対象物と判断できる物は除去する

こと。

③ 施工の順序

章 特　　記　　事　　項

3.特記事項は、●印の付いたものを適用する。●印の付かない場合は、※印の付いたもの

を適用する。※印と●印の付いた場合は、共に適用する。※印が抹消された場合は、●

印のもののみ適用する。

4.項目及び特記事項に記載の(　)内表示番号は「解体共仕」の当該項目、当該図又は当該

表を示し、[　]内表示番号は「改修標仕」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

項　　目

章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項

１
．
一
般
共
通
事
項

施工の順序

⑫ 施工計画書

(1.2.1)

1)工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。

2)契約書の規定に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が

生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を遅滞なく変更し、

3) 2)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は監督職

員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じる。

⑪ 実施工程表

※産業廃棄物税について

1) 平成17年4月1日より「京都府産業廃棄物条例」に基づき導入された産

2) また、中間処理施設に搬入された産業廃棄物においても、リサイクル

される量に対して課税される。

3) なお、本工事においても、産廃税相当額を見込んでいる。

主任技術者又は監理技術者と同様、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関

係のある者を選任しなければならない。

⑧ 現場代理人

⑨ 建退共実績報告書

の提出 らない。

⑩ 建設機械

4)監督員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間又は月間

工程表、工事別工程表等を作成し、監督員に提出する。

とともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

及び環境保全
(1.3.6)

1)建築基準法、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全

関連法令集等によるほか、建設工事公衆災害防止対策要領及び建設副産

物適正処理推進要綱に従い、工事の施工に伴う災害の防止及び環境の保

全に努める。

また、工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイクル等再資源

化に努める。

2)施工中の安全確保に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考に、常

に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。

3)工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、建築

基準法、労働安全衛生法、その他関連法令等に従ってこれを行う。

4)気象予報又は警報等について常に注意を払い、災害の予防に努める

○

(1.6.2)

○

○

への手続き、届出

主任技術者

※建設業法第２６条に定める主任技術者又は監理技術者は、その資格を証

明する資料を監督職員に提出して承諾を受けること。(指定建築業監理技

術者資格証明書等)

監修）による。ほかは監督職員の指示による。

(1.2.3)

※監督職員が指示した事項又は協議した事項について記録し、監督職員に

○(例)監督職員の指示する工程

⑬ 施工中の安全確保

⑮ 関係官公署その他

⑯ 監理技術者及び

⑰ 工事写真

⑱ 工事の記録

2)施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告する

提出する。また、監督職員が指示する工事写真、その他必要な資料は整

備して提出する。

○構内指示の場所にたい積

　　仮置場所

行規則第７条第３項13号及び第４項に規定する方法

※既設電気配線・電話配線・ガス管・水道管・下水道管等の撤去は、供給者

等と調整の上、端末処理等を行うこと。

⑤ その他

　　搬出土量が少量(500ｍ3以内)かつ緊急の場合等

適用するもの）

① 適用基準等 適用基準類

参考とする図書

  適用基準類に記載のない詳細な事項は下記図書に準拠して実施すること。

② 法令の遵守 法令等の遵守

 下記関係法令の事項を遵守し必要な措置を行うこと。

③ 作業計画書 ※アスベスト対策工事について標準仕様書に従い作成する。

計画書は以下の内容について作成し監督職員に提出する。

(１章①に加えて

①工事概要

②管理組織(工事管理者、石綿作業主任者、特別管理産業廃棄物管理

責任者等)

③安全衛生管理及び飛散防止対策

④使用用具、機器類、材料及び調合

⑤工事の流れ

⑥仮設計画(足場、養生)

⑦作業要領(作業計画図を含む)

⑧確認、検査方法

⑨アスベスト廃棄物処理計画

⑩添付書類

ア．工事工程表

⑪その他必要事項

④ 作業管理者の配置 作業管理者

 建設業労働災害防止協会等登録講習機関の行う技能講習受講者からの

 選任とする

※適用する ○適用しない

　特別管理産業廃棄物管理責任者

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律による

⑤ 特別教育

(石綿則第27条)

石綿含有建材等が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働

者には以下の教育を実施すること。(事業者自身が教育を行うことが困難な

場合は外部の教育機関等が行う講習を受講すること。)

・石綿等の有害性

・石綿等の使用状況

・保護具の使用方法

・その他石綿等のばく露防止に関して必要な事項

※石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程による

⑥ 表示の適用 作業場付近

・石綿取扱い注意標識(石綿則第34条)

・喫煙・飲食の禁止表示(石綿則第33条)

・工事関係者立入禁止(石綿則第15条)

・石綿作業主任者の氏名・職務(石綿則第19条)

４
．
ア
ス
ベ
ス
ト
処
理
工
事
共
通

記の建築物解体工事共通仕様書とは国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共
14 技術検査

○適用する ●適用しない

イ．作業員名簿、健康診断書（提示）

承諾を受け一定の場所に集積してもよい。ただし、工事完了までに搬

※工事写真の撮り方（改訂３版）建築編（国土交通省大臣官房官庁営繕部

(6.2.5)

○ 指定地処分 　(　　　　　　)

○その他（ 　）

ＰＣＢ含有シーリング材の分析調査

ＰＣＢ含有シーリング材の撤去・処分方法は「建築物の解体等に伴う有害

物質等の適切な取り扱い」によるものとする。

○特殊な建設副産物の回収及び処分

○特定化学物質等

○その他（ 　）

○ 次の建設資材廃棄物は再資源化する。

○特定物質（○フロン）

○イオン化式感知器（放射性物質を含むもの）

○ 現場において再利用を図るもの、再生資源化を図るもの。

○廃油

● 建設発生木材

○ アスファルトコンクリート塊 ● セメントコンクリート塊

● 指定副産物の処分地

● 指定副産物以外の搬出　※構外搬出適切処理

　　　　　　　　　  (　 　　)● 指定副産物の搬出

● 自由処分 　(現場説明事項書による　　)

○蛍光灯ランプ ○硬質塩化ビニル管・継手

２
．
仮
設
工
事

① 樹木 ● 伐採、伐根 ○ 移植 　移植先　（　　図示　　）
(3.10.1)

３
．
解
体
工
事

埋設配管等

○ 行わない。

 盛り土

② 地下埋設物

③ 整地、埋め戻し

○ Ｄ種　再生コンクリート砂を水締め又は機器による締固め

○ 建設発生土（盛土材）の外部からの受入土量（ 　ｍ3）

　発生場所　（　 　)

埋め戻し土、盛り土

※ Ｂ種　根切り土の中の良質土を機器による締固め

○ Ｃ種　他現場の建設発生土の中の良質土を機器による締固め

● 行う。（内容は図面による。）

○ 砕石敷き（※RC-40　○自走式破砕機で破砕されたｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ）

● 埋め戻し　○盛り土 ●地均し

(3.11.1)

(3.12.1)

● Ａ種　砂質土（山砂の類）を水締め又は機器による締固め

厚さ50mm

● 地下埋設物及び埋設配管等は撤去を

　　受入場所

による。解体共仕、標仕に記載されていない事項は、公共建築改修工事標準仕様書(令和

　 (改修標仕)(建築工事編)令和４年版　第９章　第１節

○構外搬出適切処理　※山城南土木事務所管内で、

1.工事名称

2.工事場所

相楽会館解体工事

棟　 　名 構造 規模 延べ面積(㎡)

● 特別管理産業廃棄物の処分等

※廃石綿等 ○ＰＣＢを含む機器類 ○ＰＣＢ含有シーリング材

　 〇行う　（　　　　箇所）　　※行わない

こと。

許可業者と処理委託料を記載した「処理委託契約書」により委託契約

すること。

法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律　施行令第６条第１項第１号

● 処理計画書等の提出

● 産業廃棄物運搬車両への表示等

施工途中に技術検査を　 ○行う ※行わない

　石綿粉じんへのばく露防止マニュアル(建設業労働災害防止協会編)

　既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理に関する技術指針、

　同解説(日本建築センター発行　建設大臣官房官庁営繕部監修)

○構外指示の受入場所に処分

　　事前調査　〇行う(受入場所指定の検査)

○京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施

●構内指示の場所に敷き均し

株式会社 山 崎 設 計

一級建築士事務所京都府知事登録(06A)第02439号

一級建築士 大臣登録 第376943号　中　島　　剛

① 足場その他
[2.2.1]
[表2.2.1]

[2.3.1] 外部足場廻りに養生を　 ※行う ○行わない② 養生

④ 工事用水

⑤ 工事用電力

⑥ 仮囲い等 ○図示

 外部足場　　種別

構内既存の施設　〇利用できない　○利用できる　(○有償　○無償)

構内既存の施設　〇利用できない　○利用できる　(○有償　○無償)

３ 洗車設備 工事車両の洗車設備を設ける　　※設けない

木津川市木津上戸１５番地１、木津宮ノ堀２０７番地１

※公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

●公共建築改修工事標準仕様書

○ 引渡しを要するもの

明事項書参照）

令に従い車両側面への表示及び書面の備え付けを行うこと。（現場説

※工事現場から産業廃棄物を運搬する車両（自己運搬を含む）には、法

※再生資源利用促進計画書、実施書を提出する。

※建設発生土及び処理計画書、報告書 を提出する。

※産業廃棄物管理票（マニュフェスト）制度により、適正な処理を行う

※産業廃棄物の処理を委託する場合は、運搬と処分についてそれぞれの

※本工事の施工にあたっては、請負契約書第１０条に基づく現場代理人は、

※排ガス対策型建設機械」又は「排ガス浄化装置」を装着したもの及び

使用すること。なお、上記建設機械であることを確認できる写真を撮影

「低騒音型、低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を

当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。

④ 建設発生土の処理

通仕様書(令和４年版)をいう。(以下これを「解体共仕」という。)解体共仕に記載されて

いない事項は、公共建築工事標準仕様書(令和４年版)(以下これを「標仕」という。)

４年版)(以下これを「改修標仕」という。)による。

④ 関係法令等の遵守 工事の施工にあたっては、工事請負契約書・建築基準法・建設業法・労働

基準法・労働安全衛生法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・建設リサ

⑤ 工事実績情報の

登録 (1.1.4)

⑥ 施工条件 (1.3.5)

⑦ 発生材の処理等
(1.3.10)

● 適用する ○適用しない

イクル法・石綿障害予防規則・大気汚染防止法・建設副産物適正処理推進

要綱・建設工事公衆災害防止対策要綱等の関係法令を守り行う。

※ 建設リサイクル法に基づき、発生材の再利用、再資源化及び再資源の

積極的活用に努める。なお、設計図書に定められた以外に、発生材の

再利用、再資源化及び再資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。

○ 特別管理産業廃棄物の処分地( 　)

搬入される産業廃棄物について課税されるものである。

業廃棄物税(以下「産廃税」という。)は、京都府内の最終処分施設に

後の処理残滓等が最終処分場に搬入される場合は、最終処分場に搬入

※受注者は、工事完成時に、建退共運営実績報告書を提出しなければな

し、監督職員に提出すること。ただし、これにより難い場合は、監督員

と協議すること。

作成し、監督員に提出する。

衛生法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法その他

※ 現場説明書による。

※運搬車輌の出入りの際、歩道及び道路に泥等を持ち出さないよう処理

すること。また、道路乗り入れ部分の養生方法については、関係機関

の指示に従い、所管の土木事務所に申請を行うこと。

※本工事に必要な関係官公署への申請手続き、必要な届出等については

受注者が行い、その費用は受注者の負担とする。

 内部足場　　種別　※脚立、足場板、枠組棚足場等　○架台足場　

※防音シート ○防音パネル

※解体中は常に散水を行い、粉塵等が生じないようにすること。

   「建築物解体工事共通仕様書・同解説」令和４年版　第６章

　　労働安全衛生法(昭和47年　法律第57号)

 いう。)

 大気汚染防止法(昭和43年　法律第97号)

 石綿障害予防規則(平成17年　厚生労働省令21号)(以下「石綿則」と

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年　法律第137号)

 諸法令の適用及び運用は受注者の負担と責任において行うこと。

 石綿作業主任者　１名

・石綿等の粉じんの飛散を抑制するための措置

令和４年版

令和４年版

令和４年版

 Ａ 周辺の仮囲い養生、解体範囲の調書確認、現況写真の撮影

●

● ●

⑪-2 工事工程報告

外部：

内部：

敷地面積(㎡) 備考

相楽会館 RC一部S造 3階建て 895.50 818.89
カーポート

テラス屋根

S造

S造

平屋建て

平屋建て

ー
ー

１章７項に記載のものを除き、工事範囲とする。

※建築内部及び敷地内に存する残置廃材、備品等、設備機器等の撤去は

　Ｅ 建物、付属物の解体撤去

 Ｄ アスベスト対策工事

 Ｃ 解体建物を養生（防音シート等）

 Ｂ 先行解体（カーポート・メッシュフェンス等）

　Ｆ 鋤取り、整地

〇

⑲ 完成図
(1.8.2)

作成する（提出部数　●１部）詳細は監督職員の指示による。

完成図等の電子データによる提出については、現場説明書による。

⑳ 既存図 既設図（現況・撤去図）については、現地調査および既設図面を参考に

作成したものであるため、天井ボードの解体等を行った際に相違がある

●

●図示による

　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　 ●

　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　 ●

場合は、監督職員と協議を行い、改修後の図面になるように工事費内で

処理を行うこと。

24.30
21.60

※月報は毎月末日に締め、翌月５日までに提出する。

　〇 (財)城陽山砂利採取地整備公社

(法令に定められたとおりと
 する)
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検　図
図  名

縮  尺

図　　番

設

計

工事名

章 項　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項

工事に相応した技術を有することを証明する資料をあらかじめ提出し、監

督職員の承諾を得ること。(6.2.1)

⑦ 専門工事業者

○ 散水等により湿潤化した後、破壊する。（やむを得ない場合のみ）

○ その他（ 　）

(6.5.2)⑥ 工法 ● 散水等により湿潤化した後、手ばらしによる。

作業時には、○保護衣　 ●作業衣　を着用のこと。⑤ 作業衣

⑦ 呼吸用保護具 作業内容に応じた呼吸用保護具を着用のこと。

※厚生労働省「防じんマスクの規格」に基づく国家検定に合格したもの。

石綿粉じんへのばく露防止マニュアル(建設業労働災害防止協会)

表５－１石綿を取り扱う作業に使用する呼吸用保護具　参照

・ 全面形取替式防じんマスク

・ 送風機形ホースマスク

・ 一定流量形エアラインマスク

・ 全面形ﾌﾟﾚｯｼｬﾃﾞﾏﾝﾄﾞ形ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ

・ 全面形ﾌﾟﾚｯｼｬﾃﾞﾏﾝﾄﾞ形複合式ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ

・ 半面形取替式防じんマスク(RL3、RS3)

・ 半面形取替式防じんマスク(RL2、RS3) 　発じんの少ない場合

※レベル１

⑧ 除去物等の処分
(6.3.3)

(6.5.3)

  健康診断書及び作業員名簿の提出

施工記録報告書を作成し、監督職員に提出する。

(2)産業廃棄物処理記録

(3)施工調査等記録

(4)作業者の作業記録

(5)その他必要事項

⑩ 施工記録

⑨ 健康診断の実施

除去したアスベスト及び汚染物の処理は解体共仕等に従い適切に処理を行

うこと。

レベル２

① 処理を行う成形板

５
．
ア
ス
ベ
ス
ト
成
形
板
処
理
工
事

施設外

　建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(H17.8.2 厚労省安全衛生部

○様式-１

○様式-３　アスベスト処理がない場合

●様式-２　アスベスト成形板の処理がある場合

　長通知)　図示

(1)工事記録及び工事写真

(6.2.6)

(6.4.4)

(6.2.7)

当現場では（　 　）労働基準監督署へ

届出対象の記載例

・労働安全衛生法第88条 第4項（労働安全衛生規則第90条 第5号の2）の規定による計画の届出

・石綿障害予防規則第5条 第1項の規定による作業の届出

を行っております。

石綿のばく露防止措置及び石綿粉じんの飛散防止の概要

（石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の内容）

届出年月日

届出内容

石綿作業主任者：○○○○

（例）・作業場所の隔離

・立入禁止措置

・潤滑措置

・保護具、保護衣の使用

石綿に係る特別教育を受講したものが作業しています。
　現場責任者氏名

　施工事業者名

作業期間

建築物の解体等の作業に関するお知らせ

建築物の解体等の作業に関するお知らせ

届出対象外の記載例

石綿障害予防規則に基づき、当現場では適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を行って

おります。

作業期間

石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の内容

石綿のばく露防止措置及び石綿粉じんの飛散防止の概要

（例）・潤滑措置

・保護具、保護衣の使用

・立入禁止措置

石綿作業主任者：○○○○

石綿に係る特別教育を受講したものが作業しています。

　施工事業者名

　現場責任者氏名

建築物の解体等の作業に関するお知らせ

作業期間

石綿が使用されていない場合の記載例

石綿障害予防規則に基づく石綿の使用有無の調査を行った結果、当現場では石綿を使用しておりません。

調査方法

（調査年月日）

　施工事業者名

　現場責任者氏名

※作業者の作業記録を石綿則に基づき適切に保管している者

※石綿則に規定する石綿作業主任者を配置できること。

●様式－２

株式会社 山 崎 設 計

一級建築士事務所京都府知事登録(06A)第02439号

一級建築士 大臣登録 第376943号　中　島　　剛

処理を行うアスベスト成形板の仕様

種　 　類

○化粧石膏ボード

●吹付けタイル

○石綿ロックウール

○押出成形セメント板

○化粧石綿ｾﾒﾝﾄけい酸ｶﾙｼｳﾑ板

○化粧ｾﾒﾝﾄけい酸ｶﾙｼｳﾑ板

○有穴ｽﾚｰﾄ板(軒天井面)

○石綿スレート(屋根材、棟、面戸)

○化粧石膏セメント板

○繊維混入けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

○岩綿吸音板

●ビニル床シート

○ 床の養生を行う。

○ 壁、既設物、照明器具等の養生を行う。

(6.5.1)④ 養生等

○ 吹付アスベスト処理工事を行う場合の「作業場の隔離」を行う。

③ 届出

○特定粉じん排出等作業実施届出(大気法第18条)<都道府県知事>

<労働基準監督署>

<都道府県知事>

●その他、地方公共団体が定めている届出書類

（解体工事面積８０㎡以上で●）

●分別解体等工事の届出(建設リサイクル法)<都道府県知事>

●建築物解体等作業届(石綿障害予防規則第5条)<労働基準監督署>

●特別管理産業廃棄物責任者設置報告書(廃掃法第12条の2)

② 施工調査

アスベスト成形板の撤去に当たり、あらかじめ事前の調査を次の事項に

ついて行う。　調査結果は図面により記録し監督職員に提出する。

(1)アスベスト成形板使用部位の確認(記載の成形板及びその使用範囲

以外についても監督職員と協議の上確認を行うこと｡)

(2)アスベスト成形板の種別、厚さ等の確認

(3)アスベスト成形板使用数量の確認

施工調査　(6.1.2)

(4)施工範囲等の確認

　処理を行う範囲　 ※図示 ●仕上表による

○アスベスト板

厚さ(㎜)

 ○

 ○

●2.5

 ○

 ○

 ○　

 ○

 ○

○　

○

○

 ○

 ○

●シート防水（含有みなし建材）  ●

 ●

 ●

 ●アスファルトルーフィング（含有みなし建材）

●ダクトパッキン

・様式－３

・様式－１

令和○○年○○月○○日～

　令和○○年○○月○○日

　令和○○年○○月○○日（表示日）

令和○○年○○月○○日～

　令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日～

　令和○○年○○月○○日

　令和○○年○○月○○日（表示日）

令和○○年○○月○○日

　令和○○年○○月○○日（表示日）

  運搬及び処分について(アスベスト含有建材全般)

※マニフェストには、アスベストであることを明記すること

一般健康診断(安衛則第43,44条)

石綿健康診断(石綿則第40条)

  ●行う　　　　〇行わない

　〇事前にアスベスト診断分析調査(定性、定量調査JIS A 1481)1検体行う。

下記届出を必要な時期までに届出すること。

●吹付アスベスト建設工事計画届(労働安全衛生法規則第88条)

(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ)●

●

●　作業場から外部への飛散防止のため、防音シート等を用いて囲う。

●4

 ●9

※ 事前分析でアスベスト含有と判明した場合
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相楽会館解体工事 付近見取図

1/2500
A-003

検　図
図  名

縮  尺

設

計

工事名
図　　番

項目

工事の作業工程表（参考）

近隣説明
諸官庁申請手続

内部造作物
設備機器

準備工

仮設工事

アスベスト除去

備品・内部撤去工事

躯体解体撤去工事

基礎杭撤去工事
基礎杭解体撤去処分

躯体解体撤去処分

アスベスト除去

先行解体
外構工事
整地工事先行解体

外構撤去工事

仮設養生

検査

株式会社 山 崎 設 計

一級建築士事務所京都府知事登録(06A)第02439号

一級建築士 大臣登録 第376943号　中　島　　剛

1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目

２．工事の着手にあたっては、仮設計画及び工程表を作成し、監
　督員の承諾を得ること。

３．解体工事に先立ち、周辺道路、隣地工作物等、解体前状況を
　写真に収め、記録を残すこと。

４．解体工事中に近隣住民等から苦情があった場合は遅延なく監
　督員へ報告すること。

７．大型車両の出入りや工事車両が多く出入りする場合は、事前
　に監督員と協議のうえ、決定すること。その際は適宜交通誘
　導警備員を増員する等、安全対策を講ずること。

９．一日の作業終了後は、必ず後片付け及び清掃を行うこと。

10．周辺道路及び敷地へ土砂や雨水が流出しないようにすること。

　こと。

　周辺道路交通に影響を及ぼすおそれのある場合は、交通誘導

　交通誘導警備員の配置については、監督員の承諾を得ること。

12．道路境界付近で土留め工事や外構工事を行う場合は、フェン
スバリケード（上部、シート張り）などを設置すること。

注意事項
１．本仮設計画図は基本方針を示したもので、これを参考として

　従い安全に設置すること。

　請負業者において構造及び施工方法を十分検討のうえ、監督
　員と協議を行い確定すること。なお、設置の際は関係法令に

６．工事車両の進入口には、交通誘導警備員を配備させると共に、

　警備員を臨時に、配備し適切に車両誘導を行うこと。

５．解体施工にあたっては、騒音・振動及び粉塵の低減に努めた
　施工とすること。

８．工事車両の通行について、周辺住人等の通行に配慮し、事故
　等起こさないよう十分に注意すること。

11．工事期間中は、周辺道路や道路付帯施設等を傷つけないよう
　に、安全確保・養生を行ったうえで施工すること。なお、破
　損した場合は、受注者の負担にて復旧すること。
　重機の据付等必要に応じて、敷き鉄板（t=22）を設置する

14．作業時間は、原則9：00～17：00とするが、大型車両の出入り
　の時間については通学時間帯を避ける調整を行うこと。

15．重機を使用する際、隣地上空を通らないこと。また、掘削時
　は隣地に影響がないよう充分に注意し施工すること。

16．周辺道路際の撤去において、道路舗装（アスファルト、コン
クリート）を傷めた場合は復旧を行うこと。

　ないものとする。
13．工事関係車両（通勤車両含む）は、周辺道路に駐車・待機させ

18．道路占有及び使用等に伴う関係者との協議、書類作成、申請
　手続等は、受注者にて行うこと。なお、申請が必要な場合の
　申請者名は、発注者名とする。

19．外部足場に設置する防音シートは、建物より１ｍ以上高く設
　置すること。

17．地中障害物が見つかった場合は、直ちに監督員に報告するこ
　と。

20. 境界杭及び境界鋲は原則存置とし、取り外しが必要な場合
は既設の位置へ復旧すること。

相楽会館
京都府木津川市木津上戸１５

凡例

工事車両経路（行き）

工事車両経路（帰り）

工事車両搬出入口

Ｎ
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R7.3.31

月日 事　 　業　 　名 主　　催　　団　　体　　名 対応状況

１/１６ 令和６年度相楽地方学校保健研究大会 相楽地方地方学校保健会
欠席、後援
メッセージ

１２/２６ 「第５２回ふるさとの水と緑を守るつどい」 木津川を美しくする会
事務局長出席
後援、賞状

１/８
～１/１３ 第２７回そうび展 相楽美術協会 後援

１０/２７ 令和６年度京都府PTA研究大会相楽大会 京都府PTA協議会
杉浦代表理事
出席

７/７
～７
/28

第４１回広域行政組合旗・杯争奪、第１１回郵便
局長杯争奪大会、相楽少年軟式野球連盟夏季
大会

相楽少年軟式野球連盟
開会式・始球式
（谷口市長出
席）

７/８ 令和６年度木津川を美しくする会総会 木津川を美しくする会 事務局長出席

６/５
第７４回社会を明るくする運動相楽地区推進
委員会

第７４回社会を明るくする運動
相楽地区推進委員会

事務局出席

６/１５ 第７４回社会を明るくする運動相楽地区大会
第７４回社会を明るくする運動
相楽地区推進委員会

杉浦代表理事
出席
事務局出席

令和６年度 各種団体実績報告

６/２ 令和６年度相楽地方ＰＴＡ連絡協議会総会 相楽地方ＰＴＡ連絡協議会
谷口理事（木津
川市長）出席

６/３ 相楽地方学校保健会総会 相楽地方学校保健会
書面開催のため
対応なし
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【資料－1】

市町村名

552 68.5 523 733 714 802 312 688 1,278 1,124 834 7,560 71.8

2 0.2 2 5 3 7 1 7 12 9 4 52 0.5

19 2.4 25 20 18 24 6 18 18 19 24 191 1.8

191 23.7 233 240 240 171 93 176 380 322 207 2,253 21.4

9 1.1 5 6 9 5 6 7 10 16 3 76 0.7

773 788 1,004 984 1,009 418 896 1,698 1,490 1,072 10,132 96.2

34 4.1 30 60 52 63 19 29 60 29 27 403 3.8

807 100 818 0 1,064 0 1,036 1,072 437 925 1,758 1,519 1,099 10,535 100.0

内　科 326 40.4 388 47.4 500 47.0 532 51.4 568 53.0 295 67.5 629 68.0 1,204 68.5 955 62.9 724 65.9 6,121 58.1

小児科 481 59.6 430 52.6 564 53.0 504 48.6 504 47.0 142 32.5 296 32.0 554 31.5 564 37.1 375 34.1 4,414 41.9

　※３　人口は、平成２６年３月３１日現在

相楽休日応急診療所受診者数の推移

（単位：人、％）

年度
平成27年度 平成28年度 平成29年度 令和6年度 合　計 割　合

木津川市

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

南山城村

小　　計

そ の 他

合　　計

比率

326
388

500 532 568

295

629

1,204

955

724

481
430

564
504 504

142

296

554 564

375

807 818

1,064 1,036
1,072

437

925

1,758

1,519

1,099

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

相楽休日応急診療所受診者数の推移

内科

小児科

計

※平成２４年度

は平成２４年６

月１日～
※令和３年度は令和３年

４月～令和３年１２月
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区分

市町村名 R6年度 R5年度 差　引 増減率 R6年度 R5年度 差　引 増減率 R6年度 R5年度 差　引 増減率

木津川市 540 683 △ 143 △ 20.9 294 441 △ 147 △ 33.3 834 1,124 △ 290 △ 25.8

笠 置 町 3 8 △ 5 △ 62.5 1 1 0 0.0 4 9 △ 5 △ 55.6

和 束 町 19 11 8 72.7 5 8 △ 3 △ 37.5 24 19 5 26.3

精 華 町 144 224 △ 80 △ 35.7 63 98 △ 35 △ 35.7 207 322 △ 115 △ 35.7

南山城村 3 11 △ 8 △ 72.7 0 5 △ 5 皆減 3 16 △ 13 △ 81.3

小　計 709 937 △ 228 △ 24.3 363 553 △ 190 △ 34.4 1,072 1,490 △ 418 △ 28.1

そ の 他 15 18 △ 3 △ 16.7 12 11 1 9.1 27 29 △ 2 △ 6.9

合　計 724 955 △ 231 △ 24.2 375 564 △ 189 △ 33.5 1,099 1,519 △ 420 △ 27.6

相楽休日応急診療所受診者数比較表（令和５・６年度）

単位：人、％

内　　科 小 児 科 合　　計
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人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

44 67.7 50 64.9 34 70.8 73 73.8 60 82.2 68 73.1 47 82.4 37 69.8 110 76.4 184 83.3 71 74.7 56 75.6 834 75.9

2 3.1 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.4

2 3.1 1 1.3 1 2.1 1 1.0 1 1.4 2 2.2 1 1.8 4 7.5 2 1.4 3 1.3 5 5.3 1 1.4 24 2.2

11 16.9 21 27.3 12 25.0 23 23.2 8 11.0 21 22.5 8 14.0 10 18.9 30 20.8 28 12.7 19 20.0 16 21.6 207 18.8

0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 3 0.3

59 90.8 72 93.5 47 97.9 99 100.0 69 94.6 91 97.8 56 98.2 52 98.1 143 99.3 215 97.3 95 100 74 100.0 1,072 97.6

2 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.4

0 0.0 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.9 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.3

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

4 6.1 4 5.2 1 2.1 0 0.0 2 2.7 2 2.2 1 1.8 0 0.0 0 0.0 6 2.7 0 0.0 0 0.0 20 1.7

6 9.2 5 6.5 1 2.1 0 0.0 4 5.4 2 2.2 1 1.8 1 1.9 1 0.7 6 2.7 0 0.0 0 0.0 27 2.4

65 100.0 77 100.0 48 100.0 99 100.0 73 100.0 93 100.0 57 100.0 53 100.0 144 100.0 221 100.0 95 100.0 74 100.0 1,099 100.0

内　科 37 56.9 61 79.2 37 77.1 71 71.7 36 49.3 63 67.7 27 47.4 40 75.5 63 43.8 168 76.0 67 70.5 54 73.0 724 65.9

小児科 28 43.1 16 20.8 11 22.9 28 28.3 37 50.7 30 32.3 30 52.6 13 24.5 81 56.3 53 24.0 28 29.5 20 27.0 375 34.1

 

5 日 7 日 5 日 5 日 5 日 7 日 5 日 6 日 6 日 8 日 6 日 6 日 71 日

13.0 人 11.0 人 9.6 人 19.8 人 14.6 人 13.3 人 11.4 人 8.8 人 24.0 人 27.6 人 15.8 人 12.3 人 15.5 人

診療日数

令和６年度相楽休日応急診療所受診状況表

単位：人、％

R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10

和 束 町

精 華 町

南山城村

小　計

京都府内

奈良県内

     

三重県内

そ の 他

小　計

合　計

比率

 

木津川市

笠 置 町

市町村名

年月

R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 合　計

１日当たり
の受診者数
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人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

25 67.6 36 59.1 26 70.3 52 73.3 31 86.1 43 68.2 22 81.5 28 70.0 47 74.6 139 82.7 52 77.6 39 72.1 540 74.6

2 5.4 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.4

1 2.7 1 1.6 1 2.7 1 1.4 1 2.8 2 3.2 1 3.7 3 7.5 1 1.6 3 1.8 3 4.5 1 1.9 19 2.6

8 21.6 19 31.1 9 24.3 16 22.5 4 11.1 16 25.4 4 14.8 7 17.5 14 22.2 22 13.1 12 17.8 13 24.1 144 19.9

0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.9 3 0.4

36 97.3 56 91.8 36 97.3 71 100.0 36 100.0 61 96.8 27 100.0 39 97.5 62 98.4 164 97.6 67 100.0 54 100.0 709 97.9

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

0 0.0 1 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.5 1 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.4

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 2.7 4 6.6 1 2.7 0 0.0 0 0.0 2 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2.4 0 0.0 0 0.0 12 1.7

1 2.7 5 8.2 1 2.7 0 0.0 0 0.0 2 3.2 0 0.0 1 2.5 1 1.6 4 2.4 0 0.0 0 0.0 15 2.1

37 100.0 61 100.0 37 100.0 71 100.0 36 100.0 63 100.0 27 100.0 40 100.0 63 100.0 168 100.0 67 100.0 54 100.0 724 100.0

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

19 67.9 14 87.5 8 72.7 21 75.0 29 78.4 25 83.3 25 83.4 9 69.2 63 77.9 45 84.9 19 68.0 17 85.0 294 78.4

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3

1 3.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7.7 1 1.2 0 0.0 2 7.1 0 0.0 5 1.3

3 10.7 2 12.5 3 27.3 7 25.0 4 10.8 5 16.7 4 13.3 3 23.1 16 19.8 6 11.3 7 25.0 3 15.0 63 16.8

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

23 82.2 16 100.0 11 100.0 28 100.0 33 89.2 30 100.0 29 96.7 13 100.0 81 100.0 51 96.2 28 100.0 20 100.0 363 96.8

2 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 5.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.1

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 10.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 5.4 0 0.0 1 3.3 0 0.0 0 0.0 2 3.8 0 0.0 0 0.0 8 2.1

5 17.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 10.8 0 0.0 1 3.3 0 0.0 0 0.0 2 3.8 0 0.0 0 0.0 12 3.2

28 100.0 16 100.0 11 100.0 28 100.0 37 100.0 30 100.0 30 100.0 13 100.0 81 100.0 53 100.0 28 100.0 20 100.0 375 100.0

市町村名

年月

市町村名

R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1

1
令和６年度相楽休日応急診療所受診状況表（内科）

R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R7.2 R7.3 合　計

単位：人、％

年月

精 華 町

南山城村

小　計

京都府内

奈良県内

三重県内

木津川市

笠 置 町

和 束 町

R7.2R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8

そ の 他

小　計

合　計

 

令和６年度相楽休日応急診療所受診状況表（小児科）

単位：人、％

R7.3 合　計

小　計

合　計

南山城村

小　計

京都府内

奈良県内

三重県内

そ の 他

木津川市

笠 置 町

和 束 町

精 華 町

R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1
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診療
日数

呼吸器
感染症

呼吸器
疾  患

消化器
感染症

消化器
疾  患

循環器
疾　患

皮膚科 外傷 泌尿器 伝染性
ウイルス

その他 合　計

４月 5 39 0 2 0 0 0 1 1 19 3 65

５月 7 49 0 6 0 0 3 0 1 16 2 77

６月 5 27 0 3 0 0 1 0 0 15 2 48

７月 5 35 0 4 0 0 5 1 0 53 1 99

８月 5 35 0 2 0 0 9 0 1 25 1 73

９月 7 50 0 4 0 0 7 0 2 28 2 93

１０月 5 36 0 1 0 1 4 0 1 14 0 57

１１月 6 38 0 2 0 0 1 0 2 9 1 53

１２月 6 58 0 5 0 0 1 0 1 79 0 144

１月 8 58 0 3 1 0 9 0 2 146 2 221

２月 6 54 0 5 1 0 1 0 1 31 2 95

３月 6 39 0 7 2 0 4 0 1 20 1 74

合計 71 518 0 44 4 1 45 2 13 455 17 1,099

割合 － 47.1% 0.0% 4.0% 0.4% 0.1% 4.1% 0.2% 1.2% 41.4% 1.5% 100.0%

胃腸炎 胃潰瘍 高血圧症 切創 膀胱炎

腸炎 慢性胃炎 不整脈 挫創 尿管結石

令和６年度相楽休日応急診療所疾患別患者数

Ｈ25.11.11作成

病気の内容 喘息 薬希望
蕁麻疹
皮膚炎

帯状疱疹

新型コロナ疑い
インフル疑い
かぜ・気管支炎

新型コロナ

インフルエンザ

手足口病
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◎受診者数　 1,099 人（うち二次転送8人（内科7人（うち入院3人）、小児科1人（うち入院1人））

◎電話受付数 1,970 人

＜内　訳＞

割　合(％)

１　受　　　診 1,099 56%

２　未　受　診 82 4%

３　他機関紹介 280 14%

４　問い合わせ 4 0%

５　不　　　明 0 0%

６　予約人数超 505 26%

1,970 100%

＜２　未受診の内訳＞

割　合(％)

1 連絡なし 2 2%

2 他機関受診 21 26%

3 その他 59 72%

82 100%

＜３　他機関紹介の内訳＞

消防本部

（病院紹介）

小児科 75 0 7 5 87

内科 14 0 20 21 55

点滴 6 0 3 1 10

検査 18 0 14 4 36

注射 0 0 0 0 0

眼科 1 0 2 0 3

耳鼻咽喉科 1 0 5 2 8

外科 1 0 7 0 8

整形外科 3 0 8 0 11

歯科 0 0 0 0 0

皮膚科 4 0 1 1 6

泌尿科 0 0 0 1 1

口腔外科 0 0 0 0 0

１才児２日間便秘出血 1 0 0 0 1
24才パニック障害・作業
所でトラブル不眠 0 0 1 0 1
71才嘔吐水分とっても全
て嘔吐 1 0 0 0 1

京田辺市在住の方 0 0 1 1 2

76才１週間前肺炎 0 0 1 0 1

便が黒い 1 0 0 0 1

ムカデに2回刺された 1 0 0 0 1

69才めまい嘔吐 1 0 0 0 1

6才腹痛 1 0 0 0 1

41才嘔吐腹痛 1 0 0 0 1

発熱外来時間外 13 0 9 4 26
6才喘息がひどくなって
きた 1 0 0 0 1

7才下痢・嘔吐・腹痛 1 0 0 0 1

成人女性　めまい・ふら
つき・嘔気・微熱 1 0 0 0 1

90才寝たきり・動けない 1 0 0 0 1
6才昨日後頭部打つ
嘔吐3回あり 1 0 0 0 1

子ども発熱 1 0 2 0 3
10才火曜から発熱+蕁麻
疹、金曜皮膚科受診、内
服効果なく症状持続

1 0 0 0 1

呼吸苦 1 0 0 0 1

食事、水分摂れず 1 0 0 0 1

高齢・呼吸困難 1 0 0 0 1

脱水 1 0 0 0 1

胸苦、息苦しい 0 0 1 1 2

嘔吐、下痢 1 0 2 0 3

5 0 0 0 0 0

155 0 84 41 280

　

その他

合　　　計

4
症状等によるも
の（救急、重篤
等）

1 年齢によるもの

2
設備等によるも
の

3
受診科目に
よるもの

合　　　計

　　　　　　　　　　　　紹 介 先　 京都山城総合
医療センター 学研都市病院 その他・不明 小　計

    理　　由　　　　　　　　　　　

合　　　計

　 人　数 備　　　　考

相楽休日応急診療所電話受付分析結果
（令和６年４月～令和７年３月）

　 人　数 備　　　　考

電
話
受
付
結
果
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○相楽広域行政組合規約

昭和56年８月１日 

規約第１号 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、相楽広域行政組合（以下「組合」という。）という。 

（組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、木津川市・笠置町・和束町・精華町及び南山城村（以下「関係市町村」と

いう。）をもって組織する。 

（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 

(1) 関係市町村の連絡調整に関する事務

(2) 相楽会館施設の設置及び管理運営に関する事務

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」

という。）に基づく一般廃棄物のうち、し尿処理施設の設置及び管理運営並びに経営の

業務及びし尿処理に関する事務 

(4) 浄化槽法（昭和58年法律第43号）第35条第１項の規定による浄化槽清掃業及び廃棄

物処理法第７条第１項の規定による一般廃棄物処理業（浄化槽汚泥の収集及び運搬を行

う浄化槽清掃業の許可を有する者に限る。）の許可に関する事務 

(5) 消費者安全法（平成21年法律第50号）第10条第２項の規定に基づく消費生活センタ

ーの設置及び管理運営に関する事務 

(6) 相楽休日応急診療所の設置及び管理運営に関する事務

（組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、京都府木津川市木津上戸15番地 相楽会館内に置く。 

（組合の議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は14人とし、その選出区

分は、次のとおりとする。 

木津川市 ５人 

笠置町 ２人 

和束町 ２人 

精華町 ３人 

南山城村 ２人 
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２ 組合議員は、関係市町村の議会において議員の中から選挙する。 

３ 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町村の議会は、

直ちに補欠選挙を行わなければならない。 

（組合議員の任期） 

第６条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。 

（議会の議長及び副議長） 

第７条 組合の議会に議長及び副議長を置く。 

２ 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員の中から選挙する。 

３ 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。 

（理事会） 

第８条 組合に理事会を置く。 

２ 理事は、関係市町村の長をもって充てる。 

３ 理事会に代表理事１人を置く。 

４ 代表理事は、理事が互選する。 

５ 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。 

６ 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定め

る。 

（会計管理者） 

第９条 組合に会計管理者を置く。 

２ 会計管理者は、代表理事の属する市町村の会計管理者の職にある者をもって充てる。 

（監査委員） 

第10条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、財務管理、事業の経営管理その他行政

運営に関し優れた識見を有する者（以下「識見を有する者」という。）及び組合の議会の

議員のうちから選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は１

人とする。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては４年とし、議員のうちから選任される者

にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う

ことを妨げない。 

（事務局） 

第11条 組合に事務局を置く。 
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２ 事務局に事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長その他の職員は、理事会で任免する。 

４ 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。 

５ 第３条第１号に関する事務処理をするため幹事会を置く。 

（経費の支弁の方法） 

第12条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町村の分担金、その他の収

入をもって充てる。 

２ 前項の分担金の総額及び関係市町村に分賦する額は、理事会が組合議会の議決を経て定

める。 

附 則 

１ この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。 

２ 組合は、京都府知事の許可のあった日の前日をもって廃止する相楽地区広域市町村圏協

議会並びに同日をもって解散する相楽郡町村事務組合及び相楽郡衛生管理組合の事務を

承継する。 

附 則 

１ この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。 

２ この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後

の相楽郡広域事務組合規約第８条第２項の規定により選任された監査委員とみなす。 

附 則 

１ この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。 

附 則 

１ この規約は、平成19年３月12日から施行する。 

２ 平成18年度の木津川市に係る分担金は、この規約による改正後の相楽郡広域事務組合

規約第12条第２項の規定にかかわらず、分賦しないこととし、平成18年度中に山城町、

木津町及び加茂町に対して分賦した分担金を、木津川市に分賦した分担金とみなす。 

３ この規約による改正前の相楽郡広域事務組合規約第11条第３項の規定による山城町、

木津町及び加茂町の出資金の額は木津川市が承継する。 

附 則 

１ この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。 

２ この規約の施行の際、現に組合の収入役の職にある者は、その任期中に限り、なお従前

の例により在職するものとする。 
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附 則 

この規約は、平成22年３月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 



 

 

正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付近、名古屋市付近、奈良市付近を主な経過地として、終点である大阪市まで走行する超電導磁気浮

上式リニアモーターカーによって結
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